
令和5年度第2 長浜市国民健康保険運営協議会 会議次第ロ

日時:令和6年 2月 20日 (火 )午後1時～

場所 :長浜市役所 3階3-B

1.開   会

2。 あ い さ つ

3.会議録署名委員の指名

4.議 事

(1)令和6年度長浜市国民健康保険料率 (案)について

(2)令和6年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出予算 (案)について

(3)令和6年度長浜市国民健康保険事業計画(案)について

(4)令和6年度長浜市国民健康保険特別会計 (直診勘定)歳入歳出予算 (案 )

について                     ´

(5)第 3期長浜市国民健康保険データヘルス計画 (案)について

5:そ の 他

6.閉   会



長浜市国民健康保険運営協議会委員名簿

区  分 氏   名 団 体  名

被イ呆険者を代表する
委員

廣 部 恭 子 長浜市商工会議所推薦

大 塚「 高 司 長浜市農業委員会推薦

服部 貴美 代 公募

傍 島 伸 子 公募

保険医または保険薬
剤師を代表する委員

布 施 隆 治 湖北医師会推薦

安 達 貴 子 湖北医師会推薦

川 瀬 仁 史 湖北歯科医師会推薦

大 森 貴 美 子 湖北薬剤師会推薦

公益を代表する委員

小 林 治 一 良 有識者

藤 本 茂 良 有識者

下 司 み ゆ き 長浜市健康推進員協議会推薦

西 野 美 の 里 滋賀県社会保険労務士会推薦

被用者保険等保険
者を代表する委員

宇 田 泰 明 滋賀県被用者保[父等保険者連絡協議会推薦

原 田 新 一 滋賀県被用者保険等保険者連絡協議会推薦

宮 川 周 一 郎 滋賀県被用者保険等保険者連絡協議会推薦

事務局

鵜 飼 康 治 市民生活部長

大 塚 重 之 市民生活都次長

中 上 明 美 保険年金課長

中 川 孫 二 郎 滞納整理課長

元 村   徹 健康企画課長

前 田 洋 美 地域医療課担当課長

小 寄 多 代 健康推進課長



令和 6年度 長浜市国民健康保険料率 (案)について

1 令和6年度保険料率 (案 )

令和 5年度に比べ平均世帯で2.'1%(3,925円 )写 Iき 上げます。

(1)平均世帯 (65歳以上夫婦 2人世帯、所得 140万 円)の年間保険料

令和 6年度
｀190, 665円

(2)令和 6年度保険料率 (案)内訳 *(r)は令和5年度の保険料率

所得割・・(前年所得∵43万円)X料率  ・医療保険分・■被保険者全員が負担

後期高齢者支援分・・被保険者全員が魚担 ・介護分・・40～ 64歳の被保険者が負担

2 保険料算定内容

県が示す標準保険料率は、令和 5年度との比較で、平均世帯で6.5%の 引き上げとなり

ましたが、長浜市国民健康保険財政調整基金 7千万円を活用 し、平均世帯で21 1%の引き

上げに抑制することで、被保険者の負担軽減を図ります。
'

(保険料の上昇要因)

・医療費の増 3.3%の 増
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3 今後の見通し

医療費の上昇に加え、後期高齢者支援金及び介護納付金の増加が今後も想定されます。令和

9年度の県内保険料統一を見据えて〔受益と負担の原則を堅持しつつ被保険者の急激な負担増

とならないよう激変緩和を図つていきます。  1

保険料の今後の推移
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(1)趣旨・ 説明

国民健康保険法に基づき、国民健康保[寅事業の健全な運営を確保し、もって社会保障
及び国民保健の向上に寄与することを目的に、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に
関して賜要な保険給付を行います。
県から示された標準保険料率は、令不B5年度に比べ平均世帯で6.5%の弓|さ上げとなり

ました。上昇

“

菖が大きいため激変緩和文」策としてヽ平均世帯で2.1%の 31き上げとし不足

?感尋f圏民経震療倭悟離堅票諸最寝窟ξ協全恐F暑霜豪朝雪士写調と%の減となりま
す。

(2)予算額

歳出
令和6年度

当初ラ算案 A
令和 5年度

当初予算案 B 増減 (A一 B) 比較 (A/B)

総務費 145,259 157,111 △ 11,852 O.92

保険給付費 7,696,382 7,839,233 △ 142,851 O.98

共同事業拠出金 1 1 O 1.OO

保健事業費 127,711 126,436 1,275 1,01

保険事業費納付金 2,878,457 2,879,537 △ 1,080 1.OO

還付金 10,043 10,086 △ 43 1.OO

償選金 2 4 △ 2 O.50

他会計繰出金 46,023 87,611 △ 41,588 O.53

予傭費 10,OOO 10,OOO O 1.OO

基金積立金 1,122 981 141 1.14

歳出合計 10,915,OOO 11,111,OOO △ 196,OOO O.98

(3)主な事業・ 内訳

・特定健診事業      108,564千 円  :        |
被保険者の生活習慣病の早期発見と健康の保持及び増進のため、特定健診受診率を高

めるよう受診者の健診無料化やデニタ分析による受診勧奨を実施して受診率の向上に努―
めます。

。資格害査、保険給付事業等

」長浜市国民健康保険財政調整基金残高 301,107千 円 (令和6年 3月末見込)

歳入
令和6年度

当初予算案 A
令和 5年度

当初ラ算案 B 増減 (A一 B) 比較 (A/B)

国民健康保険料 1,982,045 2,075,442 △ 99,397 O.95

国庫支出金 O 232 △ 282
県支出金 7,927,517 8,103,969 △ 176,452 O.98

般会計繰入金 915,601 846,168 69,433 1.08

基金繰入金 70,OOO 70,OOO O 1,OO

繰越金 1 1 O 1,OO

手数料 894 756 138 8

延滞金 12,834 8,803 4,031 1146

不当利得等返還金 2,480 2,222 258 1.12

諸収入等 3,628 3,357 271 1.08

歳入合計 10,915,OOO 11,111,OOO △ 196,OOO O.98

国民健康保険特別会計会討名
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長浜市国民健康保険特別会計 各予算科目の主な内容

【歳入】

医療分十支援分+介護分の合計。医療分は保「父給付費等、支援分は後期高齢者支援金、介護分は

介護納付金の支払いのために徴収するもの             マ      ・

令和 5年度は、出産下時金臨時補助金 (1件当たり5,000円 )が助成された

①保険給付費等交付金

(普通交付金)

都道府県化により、県が医療費の支払いに責任を持つことになったた

め、市が医療費を支払う財源として医療費相当額が交付されるもの

イ呆険者努力制度分

市町村の国民健康保険の運営状況を評価し、交付されるもの

特別調整交付金分

市町村の特別の事情に対して、交付されるもの (国による評価)

都道府県繰入金 2号分

別の事情に対して、交付されるもの (県による評価)市町村の特

②保険給付費等交付金

(特別交代任 )

40～ 74歳の被保険者が受診した特定健診、特定保健指導に係る費

用に対して、2/3が交付されるもの

特定健診分

③保険給付紺策費補助金
福祉医療助成に関する医療費波及分に係る保険者負担分に対し一定の

割合で県が補助するもの

①保険基盤安定
イ呆険料の軽減の対象となつた被保険者の保険料軽減分等を公費で補てん

するもの       ′

②給与費・事務費 国保事業に従事する子規職員?給与や必要な事務費。

③出産育児一時金 出産育児一時金の支給に要する費用の2/8を繰入れ

④財政安定化 地方交付税措置された国保財政健全化のためのもの

⑤未就学児等軽減分 未就学児や産前産後期間の軽減分

⑥福祉医療助成波及分 福祉医療助成に関する医療費波及分に係る保険者負担分

財政調整基金積立にかかる繰入金

前年度繰越金

保険料の督促手数料

保険料σ)滞納に係る延滞金

国保資格喪失後受診に関する保険給付費の返還金

基金利子など

国民健康保険料

国庫支出金

県支出金

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

手数料

延滞金

不当利得等返還金

諸収入等
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【歳出】

国保事業に従事する職員の給与費や事務費、国保連合会負担金、国保運営協議会の費用など

①療養給付費 診察、薬剤、治療費、入院時食事代など医療サービスの現物給付分

②療養費 柔道整復師にキる施術やコルセウトなどの補装具など現金給付分

③高額療養費
医療機関で支払つた一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に負担

するもの

④審査支払手数料 診療報酬明細書(レセプト)の点検等に必要な経費

⑤葬祭費 被保険者の死亡に対して 5万円を支給

⑥出産育児一時金
被保険者の出産等に対し50万円 (産科医療保障制度の対象外の場合

は48万 8千円)を支給

共同事業拠出金
都道府県化によつて共同事業拠出金制度は廃上されたが、事務費とし

て、退職者医療共同事業分にかかる拠出金が制度上残るもの

①人間ドック助成
人間ドック受診者に対し費用の半額 (上限2万円、宿泊を伴う場合 2万

5千円)を助成するもの

医療機関等へ高額医療費の支払いが困難な場合に貸 し付けるもの②高額療養費貸付

③特定健診等事業 特定健診、特定保健指導に係る費用

①医療給付分 医療給付を支払う原資の言つとして、県が市から徴収する納付金

②後期支援金等分 後期支援金等を支払う原資の一つとして、県が市から徴収する納付金

③介護納付金分 介護納付金を支払 う原資の下つとして、県が市から徴収する納付金

保険料の還付金

国庫支出金の精算に係る返還金

一般会計 。湖北病院等今の繰出金

予備費

基金利子積立金

総務費

保険給付費

共同事業拠出金

保健事業費

保険事業費納付金

逮付金

償還金

他会計操出金

予備費

基金積立金

5



(1)趣旨・ 説明        i

l  T憂鋒多矮銹F最諄蜜診攘票!｀誦矮馬多屡昂至:写墜常巣多屡塀計審写士桑影爆誘マ〔'  
にしあざしヽ診療所 (塩津出張診療所、菅浦出張診療所)の 4医科診療所 (4出張診療
所)と中之郷歯科診療所の1歯科診療所を運営します。

・浅井東診療所照明器具、温水発生機の改修工事を行います。
・診療所の管理運営に係る収支不足を長浜市国民健康保[寅直営診療所管理運営基金から

繰り入れます。
・地以の持続可能な医療体制を確保するため、■般会計からの繰入を行います。

(2)ラ算額 (単位 :千円)

歳入
令和6年度当初ラ算案

A
令和5年度当初ラ算

B
増減

(A― B)
七ヒ車交

(A/B)
診療報酬 27,687 21,642 6,045 1,28

診療所手数料 1,463 1,463 O 1.00

基金利〒 6,496 7,799 △ 1,303 O.83

国保特会繰入金 26,949 27,214 △ 265 0,99

一般会計繰入金 28丁400 28,400 O 1.00

繰越金 2,000 2i000 O 1.OO

雑入 955 1 6 1 1.20

基金繰入金 73,050 83,688 △ 10,638 O.87

市債 O 0 O

歳入合計 167,000 173,000 △ 6,000 O:97

歳出
令和6年度当初予算案

A
令和5年度当初ラ算

B
増河

(AiB) =ヒ

車交
(A/B)

人件費 29,851 30,373 △ 522 O,98

T般管理費 94,560 89,790 4,770 1ど05

工事費 23,000 26,000 △ 3,000 O.88

医療用機械器具費 876 1,373 △ 997 Oi47

医療用消耗器材費 6,629 6,629 0 1.00

医薬衛生材料費 818 500 318 1.64

′ム`債費 (元金) 2,760 7,802 △ 5,042 O.35
′ム`l責費 (利子) 10｀ 234 △ 224 0,04

基金積立金 6,496 7,799 △「1,303 0,83

予傭費 2,000 2,000 O 1.00

歳出合計 167,000 173,000 △ 6,000 0,97

(3)主な事業・ 内訳

。中之郷診療所運営負担金
・ 西浅井地区診療所指定管理料
,浅井地区診療所指定管理料

・ 浅井東診療所照明器具他改修工事

20;133千 円
25,384千 円
41,482千円
23,OOO千円

余БI名
1国 民健康保険特別会計 (直診勘定)

6



令和●61年度

長浜市国民健康保険事姜驚計画書(案 )
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1.計画の目的

長浜市国民健康保険事業の適正な実施と持続的かつ安定的な財政運営を確保 し、被保険

者の健康保持 虫増進を図らていくことを目的とします。

2.基本方針

市町村が渾営する国民健康保険は、被用者保険に比べて中高年齢が多く加入しているこ

とから医療費が増加する一方、無職者や高齢者など国民健康保険料9鼻担能力が弱ぃ被保

険者の加入割合が高く、負担率が高いという構造的問題を抱えています。

このような状況の下、国民皆保険制度を堅持し、医療制度を将来に渡り持続可能なもの

とするため、平成 30年度から県が財政責任主体となり、県と市町が共同保険者として国

保運営に取り組んでいますとサ

また、滋賀県において 「ヽ第 3期滋賀県国民健康保険運営方針」が策定され、その方針に

基づき「負担と給付の公平性」観点から、市町で担っている資格管理、保険給付、保険料

の賦課・徴収、保健事業等の各種業務について、平準化を進めて行きます。i

長浜市国民健康保険では、国民健康保険財政の健全化・安定化を図るためて次のとおり

重点施策を定めてその遂行に努めます。

3.重点施策

令和 6年度の国保事業の運営にあたっては、次に掲げる事業に重点を置いて取 り組みま

す。

(1)適用適正化の取組
i

被保険者の的確な把握や早期適用等の資格の適正化に取 り組みます。

(2)保険料の適正な賦課と収納率向上の取組

限りある財源で国保財政を運営するため、適正な賦課と収納率の向上に努めます。

(3)医療費適正化の取組

国保事業を運営する上で基本的事項であり、事業運営の健全化を図るため、医療費の

実態を把握・点検 し医療費の適正な支出と抑制に努めます。

(4)被保険者の健康づくりの取組

´「第 3苅長浜市国民健康保険データヘルス計画」に基づいて、被保険者の健康づくり

(発症予防)や疾病の早期発見による重症化予防など、関係機関との連携を図 りながら、

総合的かつ効果的な保健事業に取 り組みます。

8



4.国民健康保険事業の現状

(1)国民健康保険被保険者の状況

被保険者数は被用者保険の適用拡大や後期高齢者医療制度への移行により、減少傾向に

あります。その一方で、前期高齢者 (65歳以上)の加入割合は増加しています。今後も団

塊の世代が後期高齢者へ移行することにより被保険者の減少が想定されます。  ′

第1表 国民健康保険被保険者数と世帯数 (4月 1日 現在) (単位 :人 )

第 2表 国民健康保険被保険者数の内訳 (4月 1日現在) (単位 :人 )

(2)国民健康保険事業運営の状況

①決算の推移

国民健康保険事業特別会計は、被保険者数の減少や高齢化、低い所得水準である一方で、

保険給付費は依然高水準であることから、極めて厳しい財政状況となっています。

第 3表 決算の推移 (単位 :千円)

年度 市人口 国保被保険者 加入率 市世帯数 国保世帯数 加入率

30 118,808 25,665 21,60/O 45 327 15,336 33.8%

1 118,125 24,587 20.8% 45;842 14,903 32.5°/。

2 117,403 23,892 20.40/。 46,359 14,662 31.6。/。

3 116,444 23,399 20,1°/。 46,673 14,633 31.4%

4 115,464 22,780 19.7% 46:948 14,402 30,70/O

5 114,524 21,792 1900/0 47,414 14,012 29,6°/。

年度 国保被保険者 内)前期高齢者 内)70歳以上 高齢化率 (前期)

30 25,665 11,606 5,072 45.20/O

1 24,587 11,399 5,660 46.4。/。

2 23,892 11,296 6,082 47.30/O

3 23,399 11,379 6,563  `48.6°/。

4 22,780 11,244 6,651 49,40/。

5 21,792 10,751 6,409 49.3%

年度 歳入決算額 歳出決算額 収支差引額 ■般会計繰入金

30 12,096,241 12,020,141 76,100 835,003

1 11,431,634 11,423,586 8,048 842,359

2 10,994,987 10,967,376 27,611 842,246

3 11,093,259 11,071,148 22illl 822,136

4 10,891,286 10,853,268 38,018 825,752
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②国民健康保険料の収納状況

国民健康保険料の収納率は、日座振替の推進やキャッシュレス決済の碇進、また、延長窓

口による納付相談を行い、令和 2年度以降は95%以上を維持しています。

しかし、高齢者や無職者を多く抱える構造的な要因から、保険料 (調定額)の所得割の増

加は期待できず、財源の確保は厳しさを増しています。

第 4表 国民健康保険料の収納状況 (単位 :千円)

年度 調定額 収納額 現年収納率 滞納収納率

30 2,575,666 2,240,410 95.21% 26.80%

1 2,555,299 2,241,894 94.98% 26.31%

2 2,482,960 2,192,946 95.28% 27.37%

3 2,317,550 2,0631222 95.88% 29.91%

2,149,724 1,9331647 95.83% 33.44%

③保険給付費の推移

保険給付費の合計額は、ほぼ横ばいですが、一人当たりの医療費は平成 30年度が

363,591円 であるのに対1令和4年度は 406,241円 で伸び率が 11.7%と なっています。国

保事業を安定して運営するためには一人当たりの医療費を抑制することが重要であり、医

療費の適正化対策や保健事業を実施し、引き続き医療費の抑制に努めます。

第 5表 保険給付費の推移 (単位 :千円)

× その他は、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料

※ 前年度比較は、(当 年―前年)/前年で算定

年度 療養給付費、療養費 その他 合計 前年度比較

30 7,745,o42 54,201 7,799,843 -4,7%

1 7,874,450 5,,413 7,927,863 1,6%

2 7,624,438 51:386 7,675,824 ・ 3.2°/。

3 7,873,152 50,249 7.923,401 3.2%

4 7,725,576 51,518 7,777,094
=1.80/。
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第 6表 一人当たりの医療費 (単位 :円 )

年度 長浜市 前年度比較 県平均 前年度比較

30 363,591 -1.1% 344,788

1 382,514 5.2% 361,124 4.7%

2 315,589 -1.8% 351,147 -2.8%

3 395,023 5.2% 369,015 5.1%

4 406,241 2.8% 375,805 1.8%

※ 前年度比較は、 (当 年中前年)/前年で算定

④特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移

特定健康診査受診率は、新型コロナの影響により令和 2年度は落ち込み、それ以降徐々
i

に上昇傾向にはありますが、新型コせナ前までには回復 していません。受診勧奨や受診費用

の無料化などを継続 して行いながら受診率の向上を目指します:

特定保健指導実施率は、初回指導の分割実施・動機付け支援の委託、ならびに市あ専門職

による利用勧奨を行うことでヽ実施率の向上に努めています。

令和 6年度も、特定健康診査等実施計画等に基づき、受診率等の向上を目指します。

第 7表 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移

年度
特定健診

県平均

特定健診

長浜市

前年度

上ヒ車交

保健指導

県平均

保健指導

長浜市

前年度

比較

30 40.7% 39.80/O 5,60/O 38.2% 37.20/O -3.5%

1 41.8% 41.40/。 1,6% 36.1% 45,90/O 8.7%

2 35,5% 29.4% -12,00/O 35.6% 57.20/O 11.3%

3 39.3% 37.1% 7.70/0 34.90/O 55.80/O -1.4%

4 40.2% 36:4% -0.7% 33.40/0 56.3% 0.50/。

5.個別の事業計画

(1)適用適正化の取組

①年金資格による被保険者資格の喪失の届出の勧奨

年金事務担当課が日本年金機構との間で締結しているシステムの情報を活用 し、国民年

金第 2号被保険者の資格喪失情報を利用して、喪失届出勧奨を行います。
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②郵送による資格喪失屈の推進

被用者保険の加入等で資格を喪失される届出を郵送により受付けることで被保険者の利

便性の向上を図ります。

③マ.イ ナ保険証に伴う保険訂の廃 I卜 の対応           |
令和 6年 12月 に保険証が廃止となることから被保険者への周知に努め、国の示す計画に

基づき、資格確認証や資格情報のお知らせめ通知の発行を適正に行います。

(2)保険料の適正な賦課と収納率向上の取組

①未申告者への指導

適正な賦課・徴収を確保するため、税務課と協力し適正な所得の把握に努め、所得申告つ

指導を行います。

②外国人べの対応

外国人の納付理解を促進するため
.、

ポルトガル語等の通訳の配置やタブレットによる翻

訳サービスを行うなど多言語た対応します。   ィ         ,

③口座振誉やコンど二収納およびスマホ等を利用したキャッシュレス決済の利用推進

収入確保を図るためて新規加入者今の受付窓日での納付勧奨やキャッシュレス決済の利

用案内(市広報誌による周知などあらゆる機会を通じて、日座振替制度やキャッシュレス決

済の利用を促進します。

④療養費等申請時の納付勧奨

未納者に対して、窓匡l等るの療養費等の申請時に納付勧奨を行います。

⑤延長窓口での納付相談の実施

木曜日に午後7時まで延長窓凸を実施し、納付相談あ機会を増やし納付指導を行います。

④財産調査、実態調査の徹底と滞納処分の実施

滞納者の財産調査や実態調査を行い、滞納者に応じた滞納処分の執行に努めますと

⑦資格証・短期証の交付

長期に未納している者に対して、資格証や短期証を交付しヽ 納付相談の機会を増やすこと

により納付勧奨を行います。
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(3)医療費適正化の取組

① レセプト点校の充実・強化  ｀            I
医療費の適正化と抑制を図るため、国保連合会に業務を委託し、レ毛プトの資格や内容を

点検・審査を行い、保険者負担額の適正化に努めます。

② 第三者行為の求償事務の実施

国保連合会と連携して、レセプト点検により第三者行みによる傷病を発見し適切な求償
を行います。

③高額療養費申請勧奨の実施

高額療養費支給要件該当者に高額療養費の勧奨通知を送付し申請を促します。

④ 医療費通知の実施

医療費の適正化、健康に対する認識等の啓発を酔るため、年2回医療費通知を送付します。

⑤lジェネジック医薬品の利用促進

被保険者負担の軽減、医療費の抑制を図るため、ジェネリック差額通知や希望カード及び

シ~ノ
″の配布等を行い、ジェネジック医薬品の利用を促進します。

③車複・頻回受診者等の保健指導の実施    イ

重複・頻回受診者、重複・多剤投与者を対象に保健師等による訪問指導を実施します。

(4)被保険者の健康づくりの取組

① 特定健診の受診率向上

・未受診者へ電話やはがきによる受診勧奨、また、新規国保加入者べ特定健診の案内を行

い、受診率の向上を歯ります。

・チラシ「ポスター・広告などにょり、被保険者の健康意識を向上し、健診の更なる周知

と啓発を行います。

②がん検診の受診率向上  ,
・無料クーポン券の配布や電話や通知たよる受診勧奨を行い、がん発症ジスクと予防 (生

活習慣改善等)について啓発します。

・地域団体等と連携して、定期的に検診を受ける習慣を身に付ける人を増やし、要精密検

査の対象者を確実に受診につなげます。         
「          '
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③心疾患、脳車管疾患の重症化予防 ,

・訪問・面談による保健指導を行い、心疾患
j脳血管疾患の基礎疾患である生活習慣病予

防対策を引き続き実施しますもその中でも肥満対策及び高血圧対策を重点的に行いま

す乙

・対象者に電話や訪問による保健指導を行い、糖尿病性腎症重症化予防として、日頃から

自分の健康状態を把握し、予防を実践できる人を増やします。また、必要な人が僚療機

関を継続受診するように支援しますb  i      :  :   ｀

④喫煙者や運動不足の人の減少

・たばこによる健康ジスクについセ、がんや生活習慣病リスクだけでなく、COPDに

ついても周知を行 うとともに、保健指導時の禁煙対応や健康関連のイベントなど、各

機会を活用し、ヽ市民が禁煙や受動喫煙防止を意識できる環境づくりを行います。

・がん予防・:′ い疾患 t脳血管疾患予防のためたもtメ タボジサクシンド遺―ム該当者・

予備群本の保健指導を実施します。

・メ客ボリックシンドロームや生活習慣病の予防として保健指導時における健康推進ア

プジ「ビワテク」の活用推奨や、アプリを活用したウォTキ ング事業の展開などを通

して、運動を習慣とする人を増やします。         :      i

⑤その他

:人間ドック費用助成事業を実施し、疾病の早期発見、早期治療をすることにより、被

保険者の健康保持増進を図り、医療費の抑制に努めます。
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○主な国保事業の年間スケジュール

4月 ○ 保険料率の決定

○ 人間 ドック助成事業受付 (～ 12月 )

○ ジェネジック差額通知 (1回 目)

5月 ○ 特定健康診査受診券作成・発送

6月 ○ 保険料決定通知発送

○ 特定健康診査開始 (～2月 )

7月 ○ 被保険者証 (兼高齢受給者証)更新・発送

○ 一部負担金限度額認定証更新 (高額療養費関係)

○ ジェネジック差額通知 (2回 日)

8月 ○ 居所不明被保険者調査 (8月 1日 )

○ 国民健康保険運営協議会

9月 ○ 重複多受診者訪問指導 (～ 10月 )

10月 ○ ジエネジック差額通知 (3回 目)

12月 ○ 医療費通知 (1回 目)

1月 ○ 被保険者証 (短期)更新・発送

○ ジェネリック差額通知 (4回 目)

2月 ○ 甲民健康保険運営協議会

○ 医療費通知 (2回目)

随時 ○ 納付書及び督促状、催告書め発送

○ 財産調査及び滞納処分

○ 保険料減免、非自発的失業者保険料軽減事務

○ 被保険者資格適用適
=化

調査     、

O 高額療養費申請勧奨通知発送

〇 療奏費及び百額療養費支給、高額介護合算療養費支給

○ 特定療病療養受療証交付

○ 出産育児一時金・葬祭費支給

○ 高齢受給者証新規交付

○ レセプト点検

○ 特別療養費支給

○ 不当利得返還請求 (保険者間調整)

○ 柔道整復施術療養費調査・分析

○ 特定健診受診勧奨

15



国民健康保険データヘルス計画 令和6年度個別実施計画

(単位 :千R)
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Ｐ
刊

保膜亭金課

保険年金課

健康至這課

鱒 課

健擦彊這課

′
健康推進課

健康確進課

健康距還課

隠康種遣課

健康正這課

′健康推進課

健康推進課

健診受診率43%以上

健診受診稲 30/。以上
集回健診受診者数
3,300人 以上

健診受診率43%以上

特定保健指導
実施率57.5%以上

特定保健指導
実施率5715%以上

共電率60u/。 Eた二

両二会議所へな願

判 以上 英祗

lr,∪∪υ人に,a剰

宇測受何叡 Z00人以上

市豆長決肩屍での受診者
100チ↓た上

翻 口曳写 3回以上

地域での啓発回数20回
嘘

収組み地域数 10地域以
上

付疋保健者尋
実施率57.5%以上

医原機関費E七での保健指
導実施者5名以上

〒プ」回子目尋利用者 57.59/。

姓

T旨尋 41」 用例美采 困の異肥

2,290

0

391

61

2,500

Nαl特定健
診事業費に
含む

Nαl特定健
診事業費に
含む

Nαl特定健
診事業資に
含む

10,971

N020特
定保健指導
に含む
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3

3

①
②

①
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②
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①
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①
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②

①
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②

②

②
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②
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②

①
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②

①

②
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②

②

①
②
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②
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②

①

②
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②

②

①
②

8

①
②

①

②

①

②

①

②

7

7

②

7

7

②

①
②

①
②

7

①

②

7

①

②

①

①

6

6

②

6

6

②

②

6

①
②

①

②

6

】①
②

①

①

5

①

5

②

5

②

①

5

①
②

①

①

5

①
②

5

①

①

4

4

①

4

①

4

4

①
②

①

4

①

②

4

①

∪褒乱 粟者選 足

②電話勧奨

①情報提供の依頼

∪ Fttl霊栞困の,a熙(支診券
′ヾンフレットに掻膊め
鰤

∪晰 厩
②受診券に同封

(― 子J「勁 t=

②コールセンター設置

り

∪地覇団体との協議」季業
計画作成

― 実施

ё悟尋の実施

鍋
への籐

∝ 鞠
②輪 動

∪栞凋の兵祀

4υ ～/4晟
の被保険者

40～ 74歳
の被保険者

40～ 74歳
の被保険者

4υ～ ′4蔵
の被保険者

40～ 74歳
の被保険者

4υ扁朋た上

の被保険者

穣イ果険者全

員

役 1米膜者全

員

メタボ予偏軍
メタボ該当者

メタ不予偏軍
メタボ該当者

メタ不予偏軍
メタボ該当者

メタボ群
メタボ該当者

覇憂多藍否吾藍冨雷誤驀妊
電話働器争行い―特足健

碩用の協套 1ブ ん Iまの健診会場でも受診できるよう
に、受けやすい環境を作ります。

図ります。

支診 秀 送 何 時 、Fw留 同 限足 で総 合健 診 の予 和 専 用 コ=

とを甚勇証気醍昆騒鞘 肇予約
で青

,体響
に

受診できるよう

を高あ

疑酒 智慣 ,丙 の早 期 秀 見・重 狂 1ヒ予 筋 に同 けて 、メタ下

期
ム
:呼

および該当者に1苧鱗

疏 と

ることで、
す

を図ります。
レットを用いて 面接会場

し、

ついて ホー iジ
い 、

を図りま

特定健診受診率向上
(未受診者への勧奨X

特定健診受診率向上
(関係者との連携)

特定健診受診率向上
(受けやすい健診の場づく
り)(

爆野舞軍賓罵窪薮調議づk
り)

り

特定健診受診率向上
(受けやすい健診の場づく
り)

特定健診受診率向上
(健診の周知)

特定健診受診率向上
(未受診者への勧奨)

特定保健指導

特定保健指導 '
(指導を受けやすい環境づ
くり)

特定保健摘導
(指導を受けやすい環境づ
くり)

特定保健指導
(保健指導の周知・働奨)

12

13
(新規)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



2.がん検診の受診率を向上させる

Ｐ
∞

実施体制

健康推運課

健康種還課

健最推進課

健康彊逗課

健磨種遣課

健康羅遷課

健康覆這 課

健離 爆

健康確違課

,ウトカムロ標

国保加入者の
がん検診受診率

胃がん彬
874%以上

大陽がん検診
15.2司 %姓

肺がん彫
7.45%以上

乳がん検診
2213%以 上

子富頸がん倹診
15.57%以上

アウトフウトロ標

素電翠 600/。 以上

1./000人 1こ通知

架留_者全員に特足健診・
がん検診を勧奨

国保称現 カロ入者全員 に自己

布

クーボン対象看全員に送
付

各メベント時にЛ00人以
上テラン等を配布する

唇発笑肥 Zフ」F打以上

架電率 100%

R6予算

Nα 1 2特定
健診電話勧
奨に含む

61

59,621
(一般会計が
ん検診事業

費全体予算 )

50

がん検診予
算に含む

がん検診予
算に含む

239

がん検診予
算に含む

がん僚診予
算に含む

実施スケジュエル

①

3

3

①

①

②

2

2

①

1

①

①

1

1

①

12

12

①

①

12

②

12

①

11

11

①

11

①

11

1

②

11

①

10

10

①

10

①

10

①

②

②

①

9

②

9

①

9

①

9

9

①

②

①

8

②

8

①

8

①

3

8

①

②

7

①

7

①

7

7

7

①

①

①

6

①

①

6

②

6

①

①

①

②

5

①

5

5

①

①

①

4

①

①

4

①

実施内容

― 口北乗者 選足

②電話勧奨

くりl′写、橘作属

②受診券に同封

∪電口古翻美

∪日じ子F

くり資F七栗者選足
②送付

∪乳かん(ビンクリボン運
動)

②全がん(図書館展示)

①現状調査
②啓発実施

●精模受診勧共

対象者

40～ 74歳
の被保険者

40～ 74歳
の被保険者

40～ 6と

'蔑の,皮イ果険者

国 保 手 続 き

者

41歳の1炭f呆

険者

市 氏

45'61・
66歳の被
保険者

市 円企葉

桁冒穣査対

象者

取↓,組みの場要

特足健診禾受診者を対象に電詰勧美を行う際に、が
ん検診の受診勧奨を行い、がん検診受診率の向上を
図ります。

遥諄ご長島岳長ヌ金暴展麗!【比呉幹奪彊竃塁冶冨5
がん検診の受診促進を図ります。

、ヽ

す。

区l保加入日子に将足健診・がん検診のパンフレットを配
布し、特定健診およびがん検診の受診促進を図りま
す。      ,

41歳がん穣診クーボン券を発速し、がん検診の受診
促進を図ります。

い て ベ ン

ヽ し

1歳 ンヽ
、

けられること で同知

TF間二会や間工套議前など企柔でのがん検診の幅職
を把握し、連携した健診啓発をすすめます。

襦 雷碩 食 にな つた人 ダ,｀ 、ほ異 に医糠 につな文,｀ るよう、

医療機関と連携した木長診勧奨を行います。

頼1熟第

各種がん検診受診率向上
(特定健診受診勧奨時のがん
鰺 内)

各種がん検診受診率向上
(特定種診受診券送付時のが
ん検診案内)

各種がん検診受診率向上
(力Mυ検診の電話による受診
勧奨)

各種がん検診受診率向上
(特定健診受診勧奨時のがん
彬 案内)

各種がん検診受診率向上
(無料クーポンの配布)

各種がん検診受診率向上
(がん検診受診の機運向上)

各種がん検診受診率向上
(個別通知)

各種がん検診受診率向上
(企業との連携)

各種がん検診受診率向上
(y清密検査の受診率向上)

24
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26

27

28

29

30
(新規)

31
(新規)

32



3.

Ｐ
０

期
健康羅逗課

健康歪這課

隠康彊運課

′
屋離 解

躍 康 至 遅 課

蛉

健康彊遣課

韓

アウトカム母檬ヽ

韓  Iυυ発

医療受診畢654%以 上

ハイリスク者の医療受診
率 677%以上

1禾― 等 うυ殆

剥 B即齢即

阻L局lE奮の医療受診辛
90%

アウトプットロ標

I司封畢  100%

節 翠 1000/o

医燎禾受診者への手目尋翠
100%

年間10回異殖

笑施芙人叡 Z9人以上

日橋θ謝懇率500/。

対象者の医療機関受診率
67%

メヽJ募者の循琴 100°/o

R6予算

515

892

1,397

23
(一般会計

健康づくり)

NO.39
積尿病性脅
症重症化予
い方事業に含
まれる

911

605

実施ス″ 五‐ル
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8
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7
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7

①
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◎

7

①

6

①

6

①

①

①
②

6

①
②
③

6

①

5

S

①

①
②

S

①
②
③

5

4

4

①

①

②

①
②
③

i;芸ミ,ユ憩劇】  ヽ瞬7予|

∪ ′マンフレツトI可封

こ溜摩と5C【・覚謝 掏
送付

∪保隠髯尋(電話・訂間
書 )ヽ

●x

∪健診涌果説明会
②アンケード等評価

ё帽談の異施

蜂 紳 剛

②個別面接、評価の実施

∪刃軍 者の調 出

期

①指尋実施

Ⅲ対象着
特定健診支
秀

景 医孫 菅

景医環者の

うちハイリス
ク者

特足健診 党

鶉

相
~譲

尋を命
望する被保
険者

1ヽ,蔑～31,

歳の保健指
導対象者

景医療環の

被保険者

高
“

nF Ⅱ度
以上の方

i tFI.蜂 i」.: 
―
‐′
―

総合健診での将足健診受診者に結果通知とともに、
検査項目の詳細と重症化予防の必要性について説明
したわかりやすいパンフレットを同封しますと

す。

特足健診にて重圧化するリスクが高い人(Aイリスク
者)を対象に、電話・訪問・文書にて保健指導を行い医
療受診を勧奨します。       ｀

豚零 藉憑脹
隷 醐 醐 犠 】
重症化予防に努めます。

健 診 涵 果 の 見万 ?違到 万 活 、′(ラ ンスの 艮 い食 事 な

ど、保健師・管理栄養士が摘官ァド′常スを行います。

じ

います。

とで 面接会場に来
Ⅲ、重症化予防

馨      に対し奸健指

Fllf鶴 |●

医療受診勧奨判定値以上
の人への医療受診勧奨

医療受診働奨判定値以上
の人への医療受診勧奨

医療受診勧奨判定値以上
の人への医療受診勧奨

結果説明会

健康堺鍍旧談

重症化予防事業

糖尿病性腎症重症化予防
事業

重症化予防事業

て
―
監

=司
33

34

35

36

37

38

39

40



4.喫煙者― 不足の人を減少させる (単位 :千円)

ⅢI~

保膜年霊課

健康憂這課

蝉

健康企画課

健燎全国課

蛉 よ鞠 t

映 躍 有 剖 言

男213%女3.3%

駄理育剤奮
男21.3%女3.3%

て い

喫 躍 百 (′

'剖
貧

男性21.3%以下
女性3.3%以下

カ ドプサドロ標 i

700人 1こ酸

辱足保健召尋受講看で喫
恒議当者に指導実施

巾 円 メ フ リダ ワ ンロー ド叡

の増加     「
国保ダウンロード着数
1,043人

盾困ウオークラリー参加者
数の増加
年間参加者数360人 (延 )

健康ステーション事業での
体操・ウォ=キング参加者
の増加
年間参加者数100人 (延 )

鞠 汚藩鶉
受

150人 (延 )

R6予算

198

N020
特定保健指
導に含む

1,092
(国保持会)

0

128
※―骰会計:た

ばこから健康を
守る環境づくり

事業

崇舶黙タジキ‐ル
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④
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8

②

7

①

7

①

7

②
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④

7

②

6

①

6

①

6

②
③
④

6

5

①

5

①

5

①

⑤

5

4

①

4

①

4

①
③

4

①

―
奇

∪翻実退則栞TF厩
②勧奨通知発送

に
'子

日
~馨

(′

'表
胞

∪アプリの醗 、ダウンロー
ド腿
②市独自インセンティプイベ
ント

瑯観謁冨
コ`嘩翻

|〒

②測定会準備
◎測定会実施

驚
4υ砂 た E〔′,

喫煙している

校保険者

メタボ予偏軍
メタボ該当者
対象者

薇供膜者全

員

破 1禾購 全

員

破保 膜者全

員

行足健診覚診者で喫盤者に対し、COPDに 関する啓

費範誨郷窃‰疑聟の苧学濯慣の

」

ンロー
するこ

ベ

た ま

アプリ り

い 、 く のでき
る環境を
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【保険給付費の推移】

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R４年度

保険給付費
（千円）

8,184,557 7,799,843 7,927,864 7,675,825 7,923,401 7,777,094

【１人当たり医療費・被保険者数の推移】

H29年度 H30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

一般被保険者１人
当たり医療費（円）

367,724 363,591 382,514 375,589 395,023 406,241

被保険者数（人） 26,460 25,258 24,291 23,777 23,336 22,538

長浜市国民健康保険の状況
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１人当たり医療費と被保険者数の推移
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第3期|デ
エタヘルス計画

H30 Rl R2 R3 R4 R5

118,808人 118,125人 117,403人 116,444人 115,464人人 口 114,524人

27.9% 28.2% |高齢化率 27.5% 28.5% 28.9% 29.1%

I基本情報

(1)基本的事項

民課、長寿推進課資料 (各年度4月 1日 )

H30 R¬ R2 R3 R4 R5

園保被保険者数 25,665人 24,587人 23,892人 23,399人 22,780人 21,792人

園保加入率 2¬ .6% 20.8% 20.4% 20.1% 19.7% 19.0%

①
計
画
策
定
の
趣
旨

背
　
景

平成25年 6月 に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、

レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として

「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が

同様の取組を行うことを推進する。」と示され、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推

進することとされました。

厚生労働省は、こうした背景を踏まえて、平成26年 3月 、国民健康保険法に基づく保健事業

の実施等に関する指針 (平成16年厚生労働省告示第307号 )の一部を改正し、保険者は健

康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿つた効果的かつ効率的な保健事業の実施を図る

ための保健事業の実施計画 (以下「データヘルス計画」という。)を策定し、保健事業の実施及

び評価を行うことと定めました。

その後、平成30年4月 からの国民健康保険の都道府県単位化により、県も市町とともに国

保の運営を担う医療保険者に位置づけられ、各保険者は、令和2年 7月 に閣議決定された「経

済財政運営と改革の基本方針2020(骨太方針2020)」 に基づき、データヘルス計画の標準

化を推進し、策定することとなりました。

第3期である本計画は、第2期の効果検証を踏まえた上で、被保険者の健康の保持増進及び

将来医療費の削減を目指し、より効果的、効率的な保健事業を実施するため策定します。

目

　

的

幅広い年代の身体的な状況等に応じた健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を

実施することにより、健康の保持増進、生活の質(QOL)の維持・向上を図り、医療費の適正化

及び持続可能な国民健康保険財政運営を目指します。

1



令和6(2024)年度～令和11(2029)年度 (6年間)

保険年金課、健康推進課が連携を図りf関係部局や関係機関の協力を得て、計画を策定します。

策定後は、計画に基づき、効果的。効率的な保健事業を実施するとともに、評価を行います。また、

長浜市国民健康保険運営協議会において毎年進捗状況を報告し、必要に応じて計画の見直しや次

期計画に反映させます。                 、       イ

市民生活部保険年金課、健康福祉部健康推進課、健康福祉部健康企画課

滋賀県健康医療福祉部医療保険課

庁内関係部局

国保連および
支援評価委員会

後期高齢者医療
広域連合

保健医療関係者等 湖北医師会、湖北薬剤師会、長浜市国民健康保険運営協議会

滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課

保健所 長浜保健所

滋賀県後期高齢者医療広域連合

都道府県
(国保部局)

都道府県
(保健衛生部局)

滋賀県国民健康保険団体連合会
滋賀県保健事業支援評価委員会

2



(2)現状の整理

令和5年4月 1日現在における市の人回は114,524人で、うち被保険者は21,792人と全体

の19,0%を占めています。

被保険者数は市の人口減少に加え、後期高齢者医療制度への移行や、被用者保険適用拡大によ

り、減少傾向です。

また、被保険者のうち前期高齢者(65歳～74歳 )は49.7%で、第2期データヘルス計画を策

定した5年前と比較すると、6ポイント上昇しており、高齢化しています。

国民健康保険は、退職により被用者保険の資格を喪失した被保険者の受け皿となっていること

等から、今後も高齢者の割合が高い状況が継続すると考えられます。

健康推進員協議会(地域の健康づくりを支援するボランテイア団体)や地域づくり協議会と連携

し、保健事業を実施します。

1.特定健診の受診率を向上させる

新型白ロナウイルス感染症(以下「コロナ」という。)の影響により、令和2年度の受診率は大幅に

減少しましたが、その後は徐々に回復傾向にあります。40歳代の受診率は増加傾向ですが、継続

受診率(新規受診者の割合、50歳代の受診率が減少傾向となつています。新規受診者を増やし、

継続受診につなげていく取組が必要です。また、特定健診未受診者かつ医療機関受診なし者の割

合は横ばい状態であるため、健康状態不明の未受診者を受診につなげる対策が必要です。令和5

年度から、対象者全員健診費用を無料とし、受診を勧奨していますが、より受診しやすい環境づく

りを進めていく必要があります。

保健指導実施率は、滋賀県内では5位ですが、日標値60%には達していません。今後目標を達

成できるよう、保健指導利用者が利用しやすい方法等を考え、実施していく必要があります。また、

前年度保健指導を受けた人の結果から、保健指導の効果についても評価する必要があります。

2.がん検診の受診率を向上させる

各がん検診の受診率は、コロナの影響もあり令和2年度は大幅に減少しましたが、その後徐々に

回復しています。がんは本市の死亡原因第1位で大きな課題であり、早期発見・早期治療につなげ

るためにも、定期的に検診を受ける習慣を身に着ける人を増やす取組が必要です。
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3.喫煙者や運動不足の人を減少させる              ＼

男性の喫煙率は減少傾向(女性の喫煙率は横ばいです。今後も関係機関と連携しながら、たば

こによる健康リスクについて常に意識できる環境づくりと、喫煙者に保健指導を通じて禁煙の指

導を実施していくことが必要です。また、女性の喫煙は本人以外に胎児への影響もあるため、若

い世代への禁煙啓発も行つていきます。

1日 30分以上の運動習慣がある人は増加しています。男女とも運動継続者の割合はやや増加

傾向ですが、1日 1時間以上の身体活動をしている人の割合は50%に到達していません。様々な

取り組みを通じ、生活習慣病予防のため日常生活の中で体を動かすことの大切さ(+10分 )の周

知啓発と運動に取り組みやすいきつかけづくりが必要です。

4,脳梗塞、心臓病、腎l蔵病の重症化を防ぐ

受診勧奨判定値の人の医療機関受診率は、手紙や電話、訪間での保健指導を行つた結果、日標

を達成することができました。しかし、病気を発症するリスクの高い人(ハイリスク者)の医療機関

受診率は目標に到達せず、今後はハイリスク者の受診率の向上が課題です。

男女の収縮期血圧、男性のLDLコレステロール有所見率は増加傾向であり、要介護の原因疾患

ともなる心疾患や脳血管疾患の基礎疾患である高血圧や脂質異常症の対策は引き続き必要です。

糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の医療機関受診率は減少傾向で、訪問や電話での勧奨は

しているものの、医療機関の受診につながっていない状況です。

5.医療費適正化を推進する

ジェネリック医薬品使用率は年々増加しています。引き続き差額通知や啓発チランによる使用

促進を行つていきます。

重複頻回受診。重複服薬者への健康相談事業は、対象者の都合等により、訪問指導に繋がらな

いことなどから、大きな変化がみられず、より効果的なアプロニチについて検討が必要ですも

※実績管理表は基本的事項データー莞参照
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基本的事項データー覧

性・年齢
別人口
の状況

男 生 女↑生 合 計

人数 喜u合 人数 割合 人数 密l合

0～ 39歳 22,565人 402% 20,921人 358% 43,486人 380%
40～49歳 7,872人 1 4fO% 7,612人 130% 15,484人 136%
50～59歳 7,782人 139% 7,579人 130% 15,361人 134%
60～69歳 6,600人 118% 7,080人 121% 131680人 119%
70～79歳 6,850人 122% 7,711人 132% 14,561人 127%
80～89歳 3,659人 65% 5,550人 95% 9,209人 80%
90歳以上 763人 司4% 1,980人 34。/。 2.743人 2.4%

合計 56,091人 1000% 58,433人 10000/O 114,524人 1000%

性・年齢
別被保
険者の
状況

男性 女性

人数 割合 人数 割合 人数 割合

0～ 39歳 2,328人 220% 2,152人 1920/g 4,480人 206%
40～49歳 1,117人 105% 935人 840/0 2,0[,2人 9.4%
50～ 59歳 1,214人 114% 1,157人 103% 21371人 109%
60～69歳 2,820人 266% 3,S62人 318% 6,382人 293%
70～ 74歳 3,125人 29.5% 3,382人 302% 6,S07人 299%
(再)65-74歳 5,105人 481% 5,716人 511% 10,821人 497%

合計(0～ 74歳 ) 10.604人 1000% 11,188人 1000% 21,792人 1000%

第2期
データヘ
ルス計画
実績管
理表

目標

第2期データベルス計画

評価

H29
イクlヽ 17ヽ

ペースライン
H30

rク

`再

1負ヽ
Rl

rク r、 lo、
R2

r,nt,lれ 、
R3

rク lれ ク1、

現状値
R4

(2022)

目標
R5

(202〔ユ)

力Fん 1父診史診率 胃がん 91% 86% 59% 82% 84% 103% B

がん検診受診率 大腸力yυ 146% 1400/。 113% 133。/。 1490/。 1570/。 A

64% 69% 50% 630/む 72% 72% A

力詭 検診受診率 乳力璃プ 20:8% 219% 18.2% 19,1。/c 218% 209% S
がん検診受診率 子宮顕がん 147% 153。/。 124。/。 1290/g 153% 152% S

,契煙者の割合 (男性 ) 241% 243% 231% 226% 219。/。 223% 22%以下 S

喫煙者の割合 (女性 ) 34% 32% 3.90/O 29% 330/O 35% 34。/。 以下 B

1日 30分以上の連動習慣 を持つ人の割合 (男性 ) 368% 354% 35 SO/。 3710/。 382% 390% 45%以上 A

1日 30分以上の運動習慣を持つ人の割合 (女性 ) 319% 308% 30、 3% 307°/。 30.2% 332% 40%以上 A
1日 1時間以上の身体活動をしている人の割合 (男性 ) 4500/0 449% 443% 448°/0 447% 45.8% 55%以上 A
1日 1時間以上の身体活動をしている人の割合 (女性 ) 461% 439% 41.8% 4230/。 425% 437% 60%以上 B

有所見率 (保健指導域以上 )収縮期血圧 (男性 ) 457°/。 477% 461% 510% 512% 527% 55%以下 S

有所見率 (保健指導域以上 )収縮期血圧 (女性 ) 409。/。 420% 397。/。 4550/。 4420/。 41Sら。
/。 50%以下 S

有所見率 (保健指導域以上)LDLコ レステロール (男性 ) 400% 395% 394% 424% 4310/。 41.4。/。 48%以下 S

有所見率 (l呆健指導域以上)LDLコ レステロール (女性 ) 494% 489% 490% 497% 512% 4860/O 58%以下 S

糖尿病性腎症重症化予防医療機関受診率 837% 750% 763°/。 74,0% 7570/e 90%以上 C

健診当日血圧高値者の指導率 1000。/0 1000% 1000% 1000。/。 1000% 10000/。 100%以上 S
ジェネリック医薬品使用率 7150/c 757% 784% 8080/。 801% 8130/。 80%以上 S

C

滋賀県・

市町国
保におけ
る共通
目標の

状況

目標

第2期データヘルス計画

諏

‖29
イラ
'n17ゝ

ペースライン
H30

rク rll R、

Rl
r,(ぅ lo、

R2
r,n,riゝ

R3
rラ〕【う,1ヽ

現状値に
R4

r,rⅢ ラ,ク】

目標
R5

rクnク ■Ⅲ

特定健診受診率

特定健診受診率 342% 398% 414% 29.4% 37.10/c 364% 60%以上 C

継続受診割合 715。/。 746% 754。/。 595% 773% 712% 75%以上 C

新規受診者割合 1680/。 181% 156% 107% 169。/c 144% 19%以上 C

3年連続未受診者割合 45.7% 43.6% 411% 419°/。 440。/0 4520/。 40%以下 C

40歳代の健診受診率 1890/c 247% 255% 169% 255。/0 271% 19%以上 S

50歳代の健診受診平 248。/O 275% 3089/0 204% 268% 2650/0 285%以 上 C

特定健診未受診者かつ
医療機関受診なし者の割合

3080/c 322% 326% 3¬ 9% 315% 307% 35%以下 S

情報提供実施率 1000。/。 1000% 1000% 10000/。 1000% 1000°/c 100% S

特定保健指導実施率 407% 372% 459% 572% も58% 5630/c 60%以上 A

受診勧奨判定値以上
の者の医療機関受診

率

受診判定値以上の者の
医療機関受診率

367% 499% 519% 6416% 6400/。 652% 60%以上

上記のうち、男引こ定めるハイリスク者の
勧奨・再勧奨実施率

1000% 979% 1000% 1000。/O 10000/。 1000。/O 1000/。 S

ち、月唄こ定めるハイリスク者の
ほ療機関受診率

上記のう
679。/c 589% 483% 634% 673% 6740/。 80%以上 A
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正 健康医療情報等の分析

（
１

）
被
保
険
者
構
成
の
状
況

①人口と高齢者化率 出典:長浜市市民課、長寿推進課資料

(人 )

150,000

100,000

50,000

0

人口と高齢化率 (%)
114′ 524

０

９

８

７

６

５

生17,403    116,444    1

H30 R生 R2 R3 R4

“

人ロ 
ー 高齢化率

本市の人口は減少傾向となつています。一方、65歳以上が占める割合が年々増加傾向にあり、本市においても急速な高齢化社会が
進んでいます。

275 279 282 28.5

②被保険者の状況 出典:KDBフ ォーカスデータ

H30 Rl R2 R3 R4

被保険者数 (人 ) 24,991 24 275 23 796 23 204 22 237

割

合

（
％
）

～39歳 23 4 22.6 21.7 21.3 21.2

40～ 64歳 30 6 30.6 30.2 29.8 29.9

65～ 74歳 45 9 46.8 48.1 48.9 48 9

加 入率 (%) 21.5 20,9 20 5 20.0 20,1

平均年齢 (歳 ) 53.6 54.0 54.7 55.0 55,1

(人 ,

2島000

24,000

2説000

227°°(l

21,∞ O

2Q000

19,OCO

l島 000

被保険者の状況
〔%,

1000

9ao

800

700
,?37 t,。

(,

300

400

3a0

200

100

00

24,991

24,275

23,204

鶴30

i;～ 39歳  熙 40～64歳 観國6S｀ 74歳 ― 被保険者数 (人 )

被保険者数は人口減少に加え、後期高齢者医療制度への移行や、被用者保険の加入者の増加等により、減少を続けています。
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亜 健康医療情報等の分析

男性 H22 H27 R2

平均寿命 (歳 ) 80.52 81.40 82.18

平均自立期間 (年 ) 79_52 79_80 8044

平均要介護期間 (年 ) 099 160 1 75

女性 ‖22 H27 R2

平均寿命 (歳 ) 86,72 87.57 88.21

平均自立期間 (年 ) 8478 83.88 8453

平均要介護期間 (年 ) 193 369 3.68

平均寿命は延伸していますが、平均要介護期間は増加傾向にあります
することと合わせて、生活習慣病の悪化を予防することが必要となりま

①平均寿命と平均自立期間 出典 :滋賀県健康づくり支援資料集

。平均介護期間を短くするために、加齢による虚弱状態を手防
す。

（
２

）
死
亡
の
状
況

②死因別死亡数 出典:人口動態調査

女  性
H30 Rl R2 R3 R4 合 計 EBSMR

(H23～ R2)(人う (人 ) て人 Ⅲ て人 ) 【人 Ⅲ
67A Fi9ク 665 6Rク 102 5

患 性 新 生 物
″  (胃 )

″ (肝及び肝内胆管 )

〃 (気管、気管支及び肺 )

″ (大腸 )

137

19

8

20
クFi

136

22

4
17

119
10

3

10

25

141

21

9

23
フ4

118

13

6

15
lR

651

85
30
85

114 1

94
15

83
87
00

3

5

8

3

1

心 捩 忌 (百血 圧 性 疾 愚 を 除 く )

急 性 心 筋 梗 塞

その他虚血性心疾患
心不全

106
27
6

∩R

111

18

7

104
18

4
53

106
15

4
60

106
18

2

533
96

23

97 9
1194
60 5

113 4
脳血 g涙思

くも膜下出血
脳内出血

脳梗塞

70

15

19
RS

61

7

18
n4

61

8

17

35

46
10

9

クS

35
2

14
1〔 l

273
42
77

149

104 1
1158
90 7
99 0

打F  J 4, 29 ,0 26 141
:惟 日古察 黒 2 5 , 1 93 5

肝  療 8 7 7 R 94 9
1ク 13 15 lR 69 90 7

:  運 107 101 144 583 1,n l
不 鷹 の J 宜 18 10 19 22 16 94 77

| 4 10 4 7 98 5

本市は、全国と比較すると、男性は急性心筋梗塞や慢性閉塞性疾患、心不全による死亡が多く、女性は急性心筋梗塞やくも膜下出
血、胃がんによる死亡が多くなつています。※標準化死亡比(EBSMR)は、年齢構成の違いの影響を除いた死亡率について、全国の
基準値を100と して比較したもの。

男  性
H30 Rl R2 R3 R4 合 計 EBSMR

(H23～ R2)
`人

ヽ (人う
`人

(人 )

死 亡 総 数 649 S17 749 3 867 〔】R r)

(胃 )

(肝及 び 肝 内 胆 管 )

(気管 、 気 管 支 及 び 肺 )

1 92

33
11

56
24

221
29
12

63
30

194
24
13

50
ク4

192
17

14

58

207

28
10

57
31

006
131

60
284
lRI

98 5
99 2
84 7

109 1
84 2

急性心筋梗菫
そ の 他 虚 血 性 心 疾 患

100
33
9

41

85
22
8

38

80
20

13
ク4

96
18

9

39

114
39

6

49

475
132
45

191

1

95
23

59
17

1

7

4
71

打凶皿 宮 疾 患

く も膜 下 出 血

脳 内 出 血

脳 煙 塞

48
5

20
22

35
2

8
,5

35
6

12
17

34
4

11

38
1

17

20

190

18

68
10R

82
90
82
Rl

5

6

3

肺   炎 38 4 44 Rク lR0 91 3
性 閉 選 性「 F疾患 R 16 夕R 16 86 118 Fi

'戻  愚 10 11 9 45 74 6
不  全 11 1〔】 16 Rラ

と  表 3a al 44 Si 117 2
:鳳 の 手 歌 ク7 22 ク4 R9 1,5 ク
1  殺 16 n ヽR 64 1(】R S
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正 健康医療情報等の分析

％

２

１

０

９

８

７

６

)
要介護認定率

′ 20.4

187

198

189

H30 Rl R2 R3 R4

一 長浜市 一 滋賀県

①認定者数 出典:KDBデータ

要介護認定率は増加傾向にあります。

②要介護認定者の有病者状況
出典:KDBデータ

③2号被保険者(40～ 64歳)の要介護状態となつた原因疾患
トワークシス

2号被保険者の原因疾患は、脳血管疾患が約半数を占めており、生活習慣病の予防と共に、要介護状態にならないよう適切な受診

や服薬管理が必要です。

要弁護 認定者の有病 状況 (R4)

が
ん

幼
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24 穏 13 2 2.300 E ,7 織化 症 0

8 0.0 1 140_9 0 00 0 C.0骨新 を俸 う骨 騒舞盛 再

27 1 1■2 3_4 1 24 2多 系 I i症 翼 0.9
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2 282 4_8 4 5,3F症 5 4.7 5 8.5書 柱
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26 34.7 33 4■ .552.8 23 39.0 可7 40.5題 血 58
5 6.7 帝 143 5,1 3 7´ 1バーキンプ 8 7.5
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Ⅱ 健康医療情報等の分析

疾病男1患者数(40歳以上)R4(人 )

6,000

3′000

4,00C

3′000

2,000

1,000

O 一
人
工
透
析

・　
　
　
　
一覆
騒
注
血
性
心
疾
患

一　
　
　
・
遍

脳
血
管
疾
患

錢
養
異
常
症

高
血
圧
症

コ
狐
■
雪
コ
糖
尿
病

一人あたりの医療資は増加傾向にあり、平成30年度から約10.1%伸びています。疾患別患者数は、高血圧症が最も多く、次いで脂
質異常症が多くなっています。高血圧症r脂質異常症の発症予防・重症化予防が課題です。

入院一人当たり医療資は、がん、筋・骨格によるものが高い状況です。また、脳出血・脳梗塞の医療貴が年々増加しています。
外来一人当たけ医療費は、がんが最も多く年々増加しており、令和4年度の県内順位はワースト2です。がんの早期発見・早期治療の

対策が必要です。

①医療の状況 出典:KDBフ ォーカスデータ 出典:KDBフォーカスデータ

②入院・外来医療費の状況
カ ス

被保険者1人当たり医療費(円 )
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正 健康医療情報等の分析

2,210万円刊 71牛 2,074万 円2,阻万円7件
|

1,1田万円4件
|

脳血管疾患 783万円引
81牛 2018万円2181万円81牛

|

2341万円81牛
|

6,233万円刊 1056万円131牛
|

虚血性心疾患

41件 11300万 円1975万円281牛
|

a602万円47件
|

9511万円36件
|

11,3ω万円4創牛
|

悪性新生物

③高額医療の状況 出典:KDBウ ォーカスデニタ

高額レセプHこついては、がんの件数が多く、
早期治療の取組が必要です。

令和4年度においては費用額が前年度より66.2%上昇しています。がんの早期発見

出典:KDBフ ォーカスデータ

にかかる被保険者1人 り (外来)

人工透析の件数、費用は減少しています。引き続き、人工透析が必要とならないぶうに、糖尿病重症化予防、高血圧予防、高脂血症予

防等に取り組んでいきます。・

1020件 51,410万 円86,033万 円 1,108件 57,101万 円 1089件 55,580万 円11094件 54,883万 円 1,080件人工造新

9,726円 9,897円9,434田 9112ヽ 円 91868円1人 当たり医療貴※
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E健康医療情報等の分析

(%)

450

40,0

350

300

25.0

200

150

年度別特定健診受診率

38.8    407 418 39´3

39,3
333

37.141.4

29,4

‖29 H30 R2 R3

一 長浜市
― 滋賀県

受診率は、コロナの影響で受診率が大きく低下した後、徐々に回復していますが、流行前までには戻らず伸び悩んでいます。

出典:特定健診実施結果総括表
①特定健診受診率の状況

（
５

）
特
定
健
診
の
状
況

②男女別。年代別受診率 出典 :特定健診実施結果総括表

(%)年代別=性別票診率(男性)

滋
賀
県

長
浜
市

滋
賀
県

長
浜
市

長  滋
浜  賀
市  県

40歳代 50歳代

長  滋
浜  賀
市  県

60歳代 70歳代

国 H30 回Rl 国 R2 ■R3

傷

６。

４。

２。

。

)
年代別白性別受診率 (女性 )

長
浜
市

滋
賀
県

長  滋
浜  賀
市  県

長  滋
浜  賀
市  県

長
浜

滋
賀
県市

40歳代 歳代 60歳代 70歳代

国H30□ Rl 回 R2 E R3

男女とも、40歳代の受診者の伸び率が高いですが、60歳、70歳代は伸び率が低いです。40歳代は受診勧奨の効果が一定あつた
と考えられます。60歳(70歳代は、すでに医療機関で治療中の人が多いと予想され、伸び悩んだと考えられます。

③ 継続 受 診率                          出典:滋賀県国保連合会作成データ

H29 H30 Rl R2 R3
害ピ合 害I合 割 合 割 合 割 合

継 続 竪 診 者 (%) 71 50 74.60 75 38 59 55 77 26
新規 受診 者 (%) 16 80 18 10 15 60 10 70 16 87

健 診未 受診 か つ

生 活 習慣 蒲 治 療 な し
(レ セ プ トな し)者 (%)

30,80 32 22 32.59 31.86 31 52

‖27-29 H28～ 30 ‖29～ Rl H30-R2 Rl― R8
3年 連続未曼診者 (%) 45 65 43.58 41 09 41 86 43 95

5年間未受診者が当年度に受診した割合は毎年約¬6%で、この層を継続受診者にすることが課題です。3年連続未受診者の割合は
平成29年度と比べて減つています。一度受診した人を継続受診させる取組が必要です。健診未受診かつ生活習慣病治療なし(レセプ
トなし)者の割合が横ばい状態で、健康状態不明の未受診者を受診につな

'ザ

る対策が必要です。



Ⅱ 健康医療情報等の分析

男性はほとんどの検査項目、女性は半数以上の検査項目で、平成29年度と比べて有所見者割合が増えていますJ病気のリスクの高

い人を確実に保健指導につなげる取組が必要です。

④有所 出典:滋賀県国保連合会作成データ
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Ⅱ 健康医療情報等の分析

（
５

）
特
定
健
診
の
状
況

⑤メタボ該当者の状況

(%)メ タボ該当者ロメタボ予備軍 (男性)  (%)

出典:特定保健指導実施結果集計表

メタボ該当者ロメタボ予備軍 (女性 )
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'タ

ボ4帝

備静

日‖29日 H30 BRI BR2 ■R3

男女とも平成29年度に比べて、該当者、予備群ともに割合が増加しています。コロナで活動自粛したことによる運動不足の影響が

考えられます。

⑥BM125以上の状況
出典:特定健診実施結果総括表

(%) BM125以上

30.3
31.0

286 292
273

21.2 20.8 2113

19,0
19.9

H29 H30 Rl R2 R3

一 男性
一

女性

男女とも平成29年度と|ヒ
ベて肥満者の割合が増加しています。生活習慣病予防・悪化予防のため、肥満対策の取組が必要です。
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Ⅱ 健康医療情報等の分析

9

人数
(入 )

割合
('る ,

人数
(人 )

割合
(勇 )

人数
(人,

書l台

(94)

人数
(人 )

観台
(%)

人数
(人 ,

壱ll台

く。ィ0)

造 祭 なし

血圧 160/100以 上 146 35 191 43 173 38 172 54 201 51

LDと 180以 上 129 29 133 27 122 24 99 29 146 32

中 性 獨旨防 300以 _L 106 24 81 1 6 108 22 85 25 89 2 1

メタポ麟当 162 50 184 53 204 59 163 205 69

メタボ3項 目以上 該当 17 05 24 07 27 08 29 1 2 25 08

HbAlo6.5以 上 180 31 163 26 187 29 136 30 184 33

尿 た ん ば く (2+)以 上 7 02 15 04 14 0 4 4 0 2 5 02
●G F R50未満

(70虚 以上40未消 )
40 1 3 31 09 33 1 0 26 1 1 23 08

治 森 あ り

血圧 160/100以 ェL 111 52 106 42 134 52 134 72 140 62

L D L180以 上 11 0 6 24 12 20 10 12 08 20 10

中 性 脂 肪 300以 上 45 25 50 25 50 24 43 27 54 29

メ タ ボ E女 当 832 274 968 275 1,075 295 787 29 7 988 30 8
メ タ ポ 3項 目 以 上 該 当 261 86 311 88 342 94 256 96 328 102
HbAlc6_5以 上 244 58 5 293 55 1 299 59 0 229 60 3 298 60 6

尿 た ん ば く (2+)以 上 60 20 69 20 67 1 3 41 1 5 43 1 3
o G F R50未 満

(70歳 以上 40未満 )
92 3 1 111 3 2 110 30 79 30 88 28

服薬あり・なし共に、血圧・脂質・精尿病・メタボの項目で重症者の割合が増えています。メタボ該当者が増えたことで、血圧・脂質・糖
尿病の重症者も増加したと考えられます。メタボ該当者を減少させて重症者を減らす取組が必要です。

⑦重症化予防対策の状況
出典:滋賀県国保連合会作成データ

（
５

）
特
定
健
診
の
状
況

③特定保健指導の状況 出典:特定健診実施結果総括表

特定保健指導実施率

57.2    55.8

(%)
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45.9
407

37.2

3417

H29

382    36.1   35.6

H30    Rl     R2

-長 浜市 一 滋賀県

34.7

R3

出典 :

特定保健指導の実施率Iよ増加傾向にあり、県や国と比較しても高いです。
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∽
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侵 極 滋 逮 対 色 を の 鬱 ′b室 267 148
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５

）
特
定
健
診
の
状
況

⑨健診間診票の状況 出典 :質問票項目別集計表

女 性

船2 | ‖30 R2 R3

人数
(人〕

割合

`%Ⅲ

人数
(人〕

飴
∽

人数
(人 )

飴
∽

人致

`人

Ⅲ
割合
て。/。Ⅲ

人数
(人 )

割合
(%)

服慕

高血圧 1 095 30 5 1279 317 1312 321 921 326 1 099 315

描尿残 166 46 219 54 198 48 119 53 190 54

Л筐質異常症 1 150 32 0 1324 328 1 334 32 7 970 34 3 1 150 3, 9

食習慣

3回 く 157 44 167 41 199 49 125 44 175 50

目3回 以上夕食後間食 494 18

題3回 以上就寝前に夕食 347 97 464 115 483 118 303 107 354 101

食べる速度が違い 835 23 2 1 000 24 8 943 231 607 215 788 226

間食
以外の間食を 1134 281 1 122 275 780 276 1 005 288

3食 以外の間食を時々紙取 2127 526 2173 532 1 492 52_8 1 864 53 4

咀暇
噛みにくい 1064 ク63 038 230 537 19,0 730 20 9

ほとんど噛めない 17 04 16 04 9 03 13 04

題助
運動習慣あり 1 145 319 1 244 30 8 1 238 30 3 868 30 7 1、 054 30 2

1日 1時間以上の運動あり 1633 454 1 772 43 9 1 706 418 1、 195 42 3 1 483 425

体重変化
20歳の時より10kg以 上の

体重増加
834 23 2 1,019 252 997 244 641 227 841 24 1

睡眠 睡眠が十分 2 289 637 2566 635 2 584 633 1877 664 ク 269 650

喫煙 喫 煙 121 34 129 32 158 39 83 29 116 33

飲酒頻度
毎 日 241 67 295 73 298 73 204 72 268 77

ときどき 470 131 529 131 587 144 423 150 514 147

飲酒量

1合未満 1 132 31 5 819 203 778 190 565 20 0 785 225

1～ 2合 198 55 146 36 171 42 115 41 126 36

2～ 3合 36 ヽ 0 34 08 31 08 25 09 35 10

3合 以上 14 04 7 02 14 03 5 02 13 04

男女共に、不適切な食習慣の人が増え、運動習慣が減つた結果、体重増加した人が増えたと考えられます。コロナの影響で生活習慣

が悪化した人が増えたと考えられます。男女ともに睡眠が十分にとれている人の割合は増加しています。

男 性

H29 Rl , R3

入す女
(人う

割合
(0/6)

触
ω

胎
∽

人数
(人 )

船
∽

人数
(人 )

割合
(%)

人数
(人 Ⅲ

胎
∽

恩慕

高血圧 1057 395 1222 415 1285 42 4 933 42 6 1165 434

強尿病 252 94 315 107 313 10.3 234 107 302 112

l旨 質異常症 638 23 8 716 24,3 771 255 596 272 742 276

食習慣

超3日 以上朝食を抜く 191 71 212 72 251 83 153 7.0 215 80

上 食 358 13.4

担3回 以上就寝前に夕食 431 161 577 196 601 198 403 184 480 179

食べる速度が速い 828 309 952 323 901 298 656 29 9 843 314

間食
3全 以外の間食を毎日摂取 401 136 414 137 287 131 363 135

3食 以外の間食を時々摂取 1619 549 1634 54 0 1 180 538 1.494 556

咀囃
噛みにくい 755 256 714 236 457 20 8 654 243

ほとんど噛めない 32 11 40 13 30 14 25 09

運動
運動習慣あり 987 368 1 044 354 1074 365 814 371 1.026 382

1日 1 り 1 207 451 1、 323 44 9 1342 443 981 44 8 1 200 44 7

体重変化
20歳の時より10kg以 上の

体重増加
1034 386 1,221 414 1249 412 918 419 1,176 438

睡眠 睡眠が十分 1836 68.5 2.005 68 0 2049 677 1、 527 G9 7 1873 697

喫憾 喫煙 645 24 1 716 24 3 698 231 496 226 589 219

飲酒顔慶
毎 日 1159 43 3 1300 441 1271 42 0 945 431 1 168 435

ときどき 457 17,1 511 73 567 18.7 390 178 469 175

飲酒量

1合 未満 809 30 2 778 264 791 26 1 578 264 755 ,8 1

1～ 2合 804 30 0 790 26 8 764 252 570 260 728 271

2～ 3合 288 108 287 97 285 94 210 96 222 83

3合 以上 67 25 65 22 58 1_9 52 24 70 26
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璽 健康医療情報等の分析

（
６

）
そ
の
他

①がん検診の状況 出典 :健康推進課集計

H30 Rl R2 R3 R4
冒がん 9 05% 8 64% 5,88% 8.15% 8.44%

大腸がん 14.56% 14 04% 11.29% 13 34% 1491%
肺 が ん 6 38γ。 6 85% 4 95% 6.300/0 7 15%
享とア〕ヾん 20.77% 21 94γO 18.19% 19 08% 21 83%

子 宮 が ん 14.67。/0 15 26% 12.39乳 12 92% 15 27%

各がん検診の受診率は、コロナの影響もあり令和2年度は大幅に下がりましたが、その後徐々に回復しています。がんは本市の死亡
原因1位で大きな課題であるので、早期発見・早期治療につなげるために定期的に検診を受ける習慣を身に付ける人を増やす取組が
必要です。

②ジェネリック医薬品(数量シェア) 出典:滋賀県健康づくり支援資料集

‖30 RI R2 R3 R4
74.7% 78.00/0 80.00/0 80.7% 81.2%

ジエネリック医薬品数量シェア率は年 増々加しています。

出典 くり支援資料集

H30 Rl R3 R4
17人 1 7人 12人 11

10人 1 7人 7人

40人 16人 19 17

58人 51 31

対 16人 5人 7人 6 5人

率 533% 40.0% 0.0% 500% 4

重複受診者:① 3か月間連続して、同一診療科又は同一病態により1か月間に3か所以上の受診がみら
れた人

②3か月間に毎月5か所以上の医療機関の受診がみられた人

③3か月間に2つの診療科を各々2か所以上の受診がみられた人
頻回受診者:3か月間連続して、同一医療機関において、1か月間に15回 (日 )以上受診がみられた人

(人工透析は除く)

重複服薬者 :同一月に3か所以上の医療機関より、同一の薬効の薬剤投与を受けている者(医科外来・調剤)

改善率に大きな変化はなく、より効果的なアプローテについて検討が必要です。
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Ⅲ計画全体

優先
する
課題

舶撫鶉口巧
課題解決に係る取組の方向性項

目
課題

¬

・新規受診者を増やし、継続受診につなげてい

く取組が必要。

・市民の健康意識を向上し、未受診者が健診を

受診できるよう周知と啓発が必要。
A

・特定健診受診率は、令和4年度36.4%で県平

均39.3%よ り低く、低迷している。

・新規受診者が減少傾向。

・健康状態不明の未受診者が平成30年度

32.2%、 令和3年度31.5%と横ばい】犬態。

2

・がん発症IJス クとラ防(生活習慣改善等)に つ

いての啓発が必要。

・定期的に検診を受けることが習慣となってい

る人を増やし、要精密検査の対象者を確実に

受診につなげる取組が必要。

B

本市の死亡原因1位はがんであり、特に男性は

肺がん、女性の胃がんの死亡率は全国に比ベ

高い。

がんの一人当たり医療費(外来)は、平成30年

度27,925円 、令和4年度30,376円 で年々

増加傾向。

3

・心疾患・脳血管疾患の基礎疾患である生活習

慣病予防対策が引き続き必要。その中でも肥

満対策及び高血圧対策の継続実施が必要。

・日頃から自分の健康状態を把握し、予防を実

践できる人を増やす取組が必要。

また、医療機関に受診する必要がある人に対

し、受診および治療に結びつける取組が必要。

・メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防

として運動する習慣のある人を増やす取組が

必要。C

・本市の男女とも、急性心筋梗塞・心不全による

死亡率が全国に比べ高い。

・2号被保険者の介護認定原因疾患は、令和4

年度脳血管疾患が46.5%で 1位であると

・入院医療費は、脳梗塞が平成30年度90件

6,038万円、令和4年度158件 1億 1,487万

円と大きく増加している。

・メタボ該当者は、男性は平成29年度24.4%、

令和3年度31.¬ %、 女性は平成29年度

9.5%、 令和3年度¬0.3%と増加している。

・血圧(収縮期)の有所見者の割合が男性は平成

29年度45.7%、 令和3年度51.2%、 家性は

平成29年度40.9%、 令和3年度44.2%と

増加している。

・糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の医療

機関受診率は、令和4年度75,7%と 目標値

90%以上に達しておらず、医療機関受診に

つながつていない。

4

・たばこによる健康リスクについて意識できる

環境づくりが必要。
。COPD、 がん予防、心疾患、脳血管疾患予防の

ためにも、特定保健指導対象の喫煙者への指

導が必要。

D

男性のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)による死

亡率は EヽBSMRl18.6で全国に比べ高い。

男性の喫煙率は平成30年度24,3%、 令和3

年度21.9%で減少傾向だが、女性の喫煙率

は平成30年度3.2%、 令和3年度3.3%と横

|ぎい。

5

・ジェネ1)ツク医薬品差額通知や啓発チラシによ

り、引き続き使用促進への取組が必要。

・重複・頻回受診者の訪間対象者の抽出方法を

見直すことが必要。
E

。一人当たりの医療費が年々増加しており、さら

なるジエネIリ ック医薬品の使用促進が必要。

・重複 :頻回受診者への訪問指導を実施してい

るが、対象者の都合等により、訪問指導に繋

ブ〕ヾらない。

¬7



肛計画全体

(2)データヘルス計画全体にお1す番目的。日採

②滋賀県・市町国保における共通目標の状況

計画策定時 第3期データベルス計画
項目 目標 評価指標

(2021)
R3

(2024)
R7

(2025) (2026) (2027)
R10

(2028)
目標

Rll(2029)

A,B,C,D 脳梗塞の被保険者1人当たり入院医療費 5,033円 維持 維持 維持 維持 維持 維持

A,B,C,D ―人当たり医凍受の増加

“

■ 心筋梗塞の被保険者1人当たり入院医療費 1,212円 維持 維持 維持 維持 維持 維持

A,B,C,D ―人当たり医康費の増加
"“

がんの被保険者1人当たり入院医療資 251453円 維持 維持 維持 維持 維持 維持

A、 D 特定健診受診率向上 特定健診受診率 371% 430% 460% 500% 5300/。 560。/。 60%以上

A、 D 特定健診受診率向上 新規受診者割合 H69% 170% 170% 18_0% 180% 180% 19%以上

A、 D 特定健診受診率向上 継続受診率 77.3% 78% 78% 78% 78% 78% 78%以上

A、 D 特定健診受診率向上 特定保健指導実施率 55.8% 57.5% 58.0% 585% 590°/。 595% 60%以上

B がん検診受診率向上 胃がん検診受診率 815% 874% 904% 934% 964% 994% 1044%以 上

B がん検診受診率向上 大腸がん検診受診率 1334% 1〔;210/。 1551°/0 1581% 161司 % 16410/。 1691%以 上

B がん検診受診率向上 肺がん検診受診率 630% 745% 775% 805% 835% 865% 915%以 上

B がん検診受診率向上 子富頸がん検診受診率 1292% 1557% 15870/。 1617% 1647% 16770/e 1727%以 上

B がん検診受診率向上 乳がん検診受診率 19.08% 2213% 2243% 2273% 2303% 2333% 2383%以上

A、 C、 D メタボリックシンドローム該当率 193% 192% 191% 190°/。 190% 19.0% 19,0%以下

A、 C、 D BM125以上の者の割合(男性) 310% 305% 300% 29_5% 290% 285% 28%以下

A、 C、 D BM125以上の者の割合(女性) 213% 210% 207% 204% 201% 198% 195%以下

A、 C、 D 血圧が保健指導判定値以上の者の割合(男性) 55.8% 550% 550% 55.0% 550% 550% 550%以下

A、 C、 D 血圧が保健指導判定値以上の者の割合 (女性 ) 464% 460% 460% 4610% 46.0% 460% 460%以 下

A、 C、 D 受診勧奨判定値以上の者の医療機関受診率 64,0% 65,4% 657% 660% 663% 666% 67%以上

A、 C、 D 上記のうち、別に定めるハイリスク者の医療機関受診率 67.3% 677% 680% 68.3% 686°/。 689% 702°/。以上

A、 C、 D 緒尿病性腎症重症化予防事業対象者の医療機関受診率 651% 670% 690% 710% 730% 740% 75%以上

C、 D 喫煙者 運動不足の者の減少 喫煙者の音」合(男性) 21.6% 213% 2100/。 207% 204% 201% 20%以 下

C、 D 喫:軍者 運動不足の者の減少 喫煙者の害」合(女性) 34% 33% 32% 31% 30% 3.0°/。 3.0°/。以下

C、 D 喫煙者 運動不足の著の減少 1日 30分以上運動習慣ある人の割合(男性) 382% 382% 387% 389% 391% 39.5% 397%以 上

C、 D 〕契煙者 輝動不足の者の減少 1日ヨ0分以上運動習慣ある人の割合(女性) 30_20/。 302% 310% 31_4。/。 318% 3240/。 328%以 上

E 医療費適正化の推進 ジェネリック医薬品使用率 801% 81% 31% 81% 82% 82% 83%以 上

E 医療資適正化の推進 二次抽出対象者数 31人 減少 減少 減少 減少 減少 減少

目標

計画策定時 第3期データベルス計画

R3
(2021)

R6
(2024)

R7
(2025) (2026) (2027)

R10
(2028)

目標
Rll(2029)

特定健診
受診率

特定健診受診率 37.1% 430% 46.0% 500% 530% 560% 60%以 上

40歳代の健診受診率 255% 26% 26% 27.0% 27% 27% 28%以 上
(県目憬 25%以上】

3年連続ネ受診者割合 44% 430/。 4,0/n 4,O/n 410/n 4¬ % 40%以下

特定健診未受診者かつ医療機関受診なし者の割合 315% 31% 31% 30% 30% 30% 29%以 下
(県目標35%以下)

特定保健指導実施率 558。/。 575% 580% 585% 590% 595% 60%以上

第3期からの
新たな目標

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 23,7% 24.1% 24.5°/。 249% 252% 256% 26%以上

HbAlc8 0%以上の者の割合 0.9% 0,9% 0,9% 09% 090/O 09% 10%以 下

高血糖者の割合(HbAlc6.5%以上の者の割合) 79% 79% 79% 79% 79% 790/。 92%以 下

HbAlc6 5%以 上の者のうち、糖尿病のレセプトがない者の割合 13.7% 13.7% 13.7°/。 13.7% 1370/。 137% 137%以 下
(県自環129%以 下)

血圧が保健指導判定値以上の者の害J合 505% 505% 505% 50.5% 505% 505% 505%以下
(県目標44%以下)
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事業番号 事業名 重点・優先度

特定健診未受診者対策 1

特定保健指導利用勧奨。指導の実施 2

特定健診受診者のフォローアップ 3

特定健診受診者への結果説明会の開催 4

がん検診の受診率の向上 5

糖尿病の重症化リスクがある人への医療機関受診勧奨と保健指導 6

たばこの健康への影響について周知と禁煙指導 7

運動に取り組むきつかけづくり 8

医療費適正化 9

¬9



IV個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号)(1) (事業名称)特定健診未受診者対策

①事業の目的
メタボリックシンドロームおよびそれ|

査・特定保健指導を進めるため、様々
こ伴う各種生活習慣病の予防を目指した特定健康診
なアプローチによりヽ 受診率の向上を図ります。

②対象者 国民健康保険加入の40歳から74歳の人

③現在までの事業結
果

令和元年度41.4%あ つた受診率は、令和2年度、コロナの影響による健診の中止や受診勧
奨の自粛等により29.4%と大幅に落ち込み、令和3年度は37.1%まで回復したものの、
コロナ前の受診率には到達していません。

計画策定時
実績

目標値

R10'
rク ∩夕Rゝ

R¬ ]

rク ∩ク9Ⅲ

R6
rク ∩ク4Ⅲ

R7
rク ∩クらⅢ

R8
rク 026)

R9
(2027)

評価指標 R3
(2021)

指標

46% 50% 53% 56% 60%37.1% 43%アウトカム 特定健診受診率

100% 100%100% 100% 100% 100%未受診者に対する電話勧奨率 100%

100% 100% 100% 100%100% 100% 100%未受診者に対するはがき勧奨率

100% 100%100% 100% 100% 100%新規国保加入者への健診案内率 ¬00%

アウトプット

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

)現在までの実施万 ス

未受診者への受診勧奨を実施しました。
チラン、ポスター、広告等による特定健診の啓発を実施しました。

⊃今後の実施方法 | プロセス | の改善粟、日

未受診者の特性に合わせた受診勧奨を実施します。
チラン、ポスター、広告等による特定健診の啓発を実施します。

新規国保加入者に特定健診の案内を行います。
商工会議所と連携し、事業主健診の情報提供を依頼します。

関係者と連携し、未受診者への受診勧奨を実施しました。

関係機関と連携し、未受診者の特性に合わせた受診勧奨を実施します。

商工会議所と連携し、健診の受診啓発をします。

毎月の受診率を把握し、次年度の法定報告により当該年度の受診率を確定し、評価を行います。
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Ⅳ個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号X2) (事業名称)特定保健指導利用勧奨。指導の実施

①事業の目的 被イ果険者自身が生活習慣を見直し健康的な日常生活を長く送れるようにする。

②対象者 特定健診受診者の内、メタボリックシンドローム該当者及び予備群対象者になうた人

③現在までの事業結
果

特定保健指導を実施することで自身の身体について関心をもち、生活習慣を改善できるよ
うに支援を行いました。

つ つ

計画策定時
実績

目標値
指標 評価指標

R3
(2021う

R6
rク 0ク 4Ⅲ

R7
rラ″∩ク鳴Ⅲ

}く8
(2o26)

Rワ
(2027う

R10
(ク 0ク Rう

Кll
(2029)

保健指導対象者の減少率※1 23.7% 24.1% 24.5% 24.9% 25.2% 25.6% 26%
アウトカム

特定保健指導実施率 55,8% 57.5% 58.0% 58.5% 59.0% 59.5% 60%

保健指導利用率
(積極的支援)

58.5% 58.8% 59.1% 59.4% 59,7% 60.0% 60%
アウトプット

保健指導利用率
(動機付け支援)

55.6% 56.4% 57.2% 58.0% 58.8% 59.6% 60%

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

対象者に沿った効果的な保健指導を行うことで、次年度の保健指導対象者の減少率を増
やします。また、保健指導利用者の利用しやすい支援方法を考え、途中終了者の発生を防ぐ
ように支援方法(面談。電話。メール・オンライン面談など)の工夫を行います。

特定健診受診後、対象者
して保健指導を実施しま
した。

には保健指導の利用勧奨を行い、生活習慣の見直しを行えるように食事・運動・喫煙に対
した。また、保健指導の利用により、運動アプリのポイントが付与されるよう、整備をしま

D今後の実1施方法 | の E 善案 、日

保健指導の委託や初回面接の分割実施を行うことにより対象者が利用しやすい体制を継続します。また、オンライ
ン面談・電話・メールなどにより、対象者が利用しやすい方法を提案していきます。

ス

保健指導の委託や初回面接の分割実施を行うことにより対象者が利用しやすい体制を整備しました。

9今後の異 ス

市の保健師・管理栄養士の保健指導能力向上のための勉強会を年1回以上実施します。

特定保健指導利用率や終了率、メタボリックシンドローム該当者の減少など、次年度の法定報告により当該年度の
評価を行いまする
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IV個別の保健事業(令和6年度)

①事業の目的
医療受診勧奨判定値以上の人に、医療機関への受診勧奨を行い、確実に治療につなげ、循
環器疾患等の死亡率の低下や医療費の削減につなげます。

②対象者 特定健診受診者で要医療(受診勧奨判定値以上)と判定されている人

③現在までの事業結
果

医療機関受診率 :令和3年度64.0%、 そのうちハイIジ スクの人の受診率 :令和3年度67
3%   ‐

(事業番号)(3) (事業名称)特定健診受診者のフォ回Tアツプ(医療受診勧奨判定値以上の人への医療受診勧奨)

計画策定時
実績

目標値

卜くH
rク ∩ク9Ⅲ

R6
rク ∩夕4Ⅲ

R7
rク ∩クらⅢ

R3
(202hう

R9
(2027)

R10
(2028〕

評価指標 R3
(2022)

指標

66.0% 66.3% 66.6% 67.0。/c64.0% 65.4% 65.7%①受診率(%)

68.6% 68.9%
/70,2%

67.3% 67.7% 68.0% 68.3%
アウトカム

②ハイリスク者受診率
(%)

①②とも
100%

①②とも
100%

①②とも
100%

①②とも
100%

①②とも
¬00%

①②とも
100%

①②とも
100%アウトプット①受診勧奨実施率

②再勧奨実施率

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

対象者の中で優先的に関わる基準を見直し、アプローチの仕方を検討します。

il プロセス

の基準 し、 同封し で受

診確認をしました。 テムによ を発送し、

送で受診確認をしました。6 月後レセプト確認で受診状況を把握しました。

対象者抽出基準の見直しを行い、対象者全員に受診勧奨ができるようにします。

D現在までの実施 ` ‖|

医療受診勧奨通知文発送後、報告書未返送の人でハイIジ スク者には電話で保健指導を実施しました。また、ハイIジ

スク者で血圧高値の人には訪間を実施し、ハイIJ承ク以外の人には通知で再勧奨を行いましたざ

ストラクチヤ下 の改善粟、日

電話指導率¬00%を 目指します。医療機関と連携し、電話番号の把握に努めます。

毎月、訪問指導件数、受診率の状況確認を実施し、次年度に婆該年度の受診率を確定します。

実施体制・方法について、担当者間、関係課で協議を行います。
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IV個別の保健事業(令和6年度)

①事業の目的
特定健診受診者に、健診結果の見方を説明し、生活習慣の改善を支援し、疾病の重症化予
防につなげます。

②対象者 全ての特定健診受診者

③現在までの事業結
果

年間10回開催。参加者アンケーHこより、評価を行いました。

(事業番号)(4) (事業名称)特定健診受診者への結果説明会の開催

計画策定時
実績 目標値

指標 評価指標
R3

rク oク RⅢ

R6
rク ∩ク4】

R7
(2025)

R8
(202h)

R9
(20ク 7Ⅲ

R10
rク ∩クRゝ

卜く¬¬
(2029う

アンケートで野菜摂
取量の目標値を知う
ている人の割合

51.4%
(R4実績)

55% 60% 65% 70% 75% 80%
アウトカム

アンケートで塩分摂
取量の目標値を知つ

ている人の割合

41,6%
(R4実績)

55% 60% 65% 70% 75% 80%

参加者数 136名 100名 100名 100名 100名 100名 100名
アウトプット

開催回数 10回 10回 10回 10回 10回 10回 10回

⑤目標を達成するた
めの主な戦略 及

特定健診受診後、情報提供になった人を中心に結果説明会を実施しました。また、希望者にベジチェックや一日塩
分量測定による野菜摂取量や塩分摂取の見える化を行い、自身の生活の振り返りができるようにしました。また、
結果説明会の参加により、運動アプリのポイントが付与されるよう、整備をしました。

の今後の実柿方法| |の改善案 、目

保健センターだけでなく地区のまちづくリセンターを活用し参加しやすい場所で実施します。

湖 在までの実施イ

管理栄養士・保健師により、健診結果の振り返りと保健指導を個別で実施しました。その後、歯科衛生士から歯科
指導を実施しました。

)今後の実施イ本制

専門職で連携をして実施します。
地区担当保健師とも協同し、まちづくリセンター等との顔の見える関係性を作つていきます。

参加者へのアンケートを通して、評価を実施します。
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IV個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号)(5) (事業名称)がん検診の受診率の向上

①事業の目的
市民の死因原因1位であるがんにおいて、がんの発症リスクと予防について啓発し、定期的に検診

受診する人を増やして、早期発見・早期治療によりがんの重篤化を防ぐことを目的とします。

②対象者
大陽がん・肺がん。 0歳以上の人

子宮頸がん検診 今年度2
※乳がん検診。子自顕がん検診は、2年 回、女性のみ1に

③現在までの事業結
果

銑 翻 陽 線 設
に減少しましたが、その後徐々に回復しています。

肺がん7.¬ 5%、 平しがん検診21.8
コロナの影響もあり令和2年度に大幅

がん好発年齢層ヘアプローチし、継続的に定期受診する人を増やします。

計画策定時
実績

目標値

К H
rク∩クQ】

R7
r夕 ∩クら、

R8
r夕 ∩クhⅢ

R9
(2027う

R10
(2028)

R3
(夕〔)21Ⅲ

R6
(2024)

指標 評価指標

9.64% 9.94% ¶0.440/O8.74% 9.04% 9.34%胃がん検診受診率 8.15%

16.41% 16.91%15,51% 15,81°/。 16.11。/。13,34% 15.21%大腸がん検診受診率

8.35% 8.65% 9.15%7.45% 7.75% 8.05%肺がん検診受診率 6.30%

17.27%15,87% 16.17% 16.47% 16.77%12.92% 15.57%子富頸がん検診受診率

23.03% 23.33% 23.83%22.13% 22.43% 22.73%乳がん検診受診率 19.08%

アウトカム

100%100% 100% 100%100% 100%アウトプット国保対象者への勧奨率 ¬00%

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

がん好発年齢の人や今まで受けたことがない人へのアプローチを行い、新規受診者の増加を図り
ます。

により各種啓発を実施し、 を行いました。

日実施や医療機関での同 ど受けやすい体制をつくりましたる
こつな まヽした。

無料ク した。

地域の団体や企業と連携し、受診の機運向上を図る事業を実施しました。

医療機関との連携により受けやすい体制を作りました。

:ス トラクチヤー の改善粟 、E

商工会議所等事業所と連携を図り、個人事業主等に検診の同知や勧奨を実施します。
精密検査になつた人が確実に医療につながるよう、医療機関と連携した受診勧奨を行います。

けやすい体制づくりの評価を行います。
まヽす。

ま`す。
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IV個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号)(6) (事業名称)糖尿病の重症化リスクがある人への医療機関受診勧奨と保健指導

①事業の目的
生活習慣病治療中の人で、生活習慣改善が必要な人に対して、主治医と連携して生活習慣
改善への支援を行います。

②対象者
当該年度特定健診受診者。昨年度から5年間で糖尿病関連の治療中断者および腎症重症化
予防対象者

③現在までの事業結
果

地区担当保健師による保健指導・糖尿病性腎症重症化予防対象者(治療中断者・腎症重症化
予防対象者)に保健指導を行いました。

計画策定時
実績 目標値

指標 評価指標
R3

r2021Ⅲ
R6

(ク∩ク4Ⅲ

R・ r

rク ∩クら、
R8 '

(2026)
R9

(2027う
R10

(20ク R】

卜く¬¬
rク ∩ク9ゝ

アウトカム 医療機関受診者数・率
56人
65.1% 67% 69% 71% 73% 74% 75%

アウトプット 受診勧奨実施数・率
86人
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

対象者に対して、医療機関への受診勧奨及び健診の受診勧奨を疾病の構造図を用いて対象
者に分かりやすく説明を行い受診勧奨に繋げます。

誰薯だ豚無落諸墓石舟謳解 習:異鶉昭霧縣零攀菟系通籍を篇術路|

運動アプリのポイントが付与されるよう、整備をしました。

ス の改吾粟、E

対象者全員に医療機関・健診受診勧奨を実施します。
糖尿病重症化事業の対象者が後期高齢に移行された後も、切れ目のない支援ができるよう引継ぎを行いますと

ス

保健師及び管理栄養士による訪問・面談にて保健指導を実施しました。

ラヽク号

訪問や面談などにより、100%の保健指導や面談率を目指します。

毎月、保健指導件数、医療機関受診率の状況確認を実施します。また、次年度8月 頃に治療中断者及び腎症重症化
予防対象者の当該年度の医療機関受診率・特定健診受診率を確定し評価を行います。
実施体制・方法について、担当者間、関係課で協議を行います。
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Ⅳ個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号)(7) (事業名称)たばこの健康への影響について周知と禁煙指導

①事業の目的
COPDや肺がんの原因の一つである喫煙について、正しい知識の普及啓発を実施し、喫煙者
に対し禁煙に取り組むための支援を進めます。          _

②対象者 国民健康保険加入者、特定健診の問診票で喫煙習慣があると回答された人

③現在までの事業結
果

特定保健指導や健診結果説明会で、喫煙している人に喫煙の害について啓発し、禁煙指導・

禁煙外来の受診支援を実施しました。
対象者にCOPD啓発チランを送付することや、市の広報等にて喫煙や受動喫煙による健康
への影響に関する情報を提供することにより、禁煙啓発を実施しましたも

計画策定時
実績

目標値

Rワ
rク ∩,7ヽ

R10
rク∩クRⅢ

「く¬¬
rク ∩ク9ぅ

R3
rク∩クRⅢ

R6
rク∩ク4う

R7
(202『iう

R8
(2026】

指標 評価指標

20i7% 20.4% 20,1% 20%以下喫煙者の割合(男性) 21.60% 21.3% 21.0%

ヨ「0%イ 3.0%以下3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0%
アウトカム

喫煙者の割合(女性)

100%100% 100% 100% ¬00% 100%アウトプット啓発チラシ送付率 100%

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

保健指導、イベントを通じて禁煙啓発を実施します。
生活習慣を見直す機会づくりとして、COPDの啓発チランを送付します。

鴻 在までの実施ラ ブロセス

燿槃視裂藉磯 層留羅撃(潔臨誂観た瑯憲舗璽鞘馴醒騨 議霞里
ニュアルを基に一定期間禁煙指導を実施しましたと
前年度特定健診受診者のうち、間診票で喫煙していると回答した被保険者に、COPDの啓発チランを送付し、予防

や治療への理解を深めてもらいました。

7)今後の実施方法 |

!粟t目 |

特定保健指導時、喫煙者への禁煙啓発・禁煙指導、あわせてCOPDチェックを行い、Iリ スク者への受診勧奨、肺がん

検診の受診勧奨を実施します。           _
僻康ステーションや地域の健康イベンHこて、肺年齢チェックなどを行い、たばこの健康への影響について周知、禁煙

啓発を実施します。
地区保健師活動にて、禁煙啓発に取り組みます。
COPDの啓発チランを送付し、予防と治療について周知します。

出|

特定保健指導の場で
特定健診の問診票よ

、喫煙者への指導を実施しました。
り対象者を把握し啓発を実施しました。

ラクチヤー の改善粟、日

特定保健指導の場で(喫煙者への指導を実施します。

特定健診の問診票より対象者を把握し啓発を実施しますЬ

KDBシステムにて喫煙者の割合を把握し、年に1回評価を実施します。
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IV個別の保健事業(令和6年度)

(事業名称)運動に取り組むきつかけづくり(事業番号)(8)

メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防として、運動する習慣のある人を増やします。
①事業の目的

②対象者

運動のきつかけづくりとしてスマホアプリを取り入れた事業を展開し、事業啓発を行いまし

た。      .
③現在までの事業結

果

指標 評価指標

計画策定時
実績

目標値

R3
r202て1)

R0
(2024)

R7
r202らⅢ

R3
(2026)

R9

`2027う

R19
(2028)

アウトカム

1日 30分以上運動習慣
ある人の割合(男性)

38.2% 38.2% 38.7% 3819% 39.1% 39i5% 39,7%

司日30分以上運動習慣
ある人の割合 (女性)

30.2% 30.2% 31.0% 31,4% 31.8% 32.4% 32.8%

アウトプット
特定保健指導時でのビワテクロ知率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

運動啓発実施回数 1回 ¬回 1回 1回 1回 1回 ¬回

運動アプI

芋旨します。

る仕組み( 目にと共に

で気軽に

つビ 図るをワテク)」

せ しまする機会の提供を体を動か常生活の場日

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

くンこ地域イ リベ主 I

タロ、ホ ム ペ知、市広報、 Jを活用したイベントの同知、
利用啓発を展開

しました。

躍 ≡卍 紀碑 子:鞘 協 醒 噺 胃
y燻

恥 篇 鶏 部 綽 翻 零 勃 鞘 昭 躍 絡

妄?霜黒密証拍こは、体重や歩数を管理し、身体活動を増やす意識を嵩められるよう、健康測定機器の貸出対応を

紹棧謀あ権康づくり活動時に運動及びアプIJ活用にういて啓発する他、地域団体と共にウォーキングを取り入れた

導整凛歴霧磐爵!甑 縮 めなよう支援します。

つ

は fl歩リダウンロード及び市ぢ虫自

'ベ

ントヘの参加勧奨
ビワテク)の周知及びダウンロー
ビヮテク)を活用した市独自イベント

ペ ン

運動アプリ
運動アプリ

KDBシ火テムにて1日30分以上運動習慣ある人の割合を把握し、年に1回評価を実施します。
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Ⅳ個別の保健事業(令和6年度)

(事業番号)(9) (事業名称)医療費適正化

①事業の目的

①ジェネリック 差額通知および普及啓発等の取組を通じて、利用率を高め医
療費適正
②重複 ・多剤投与者を対象に保催師等による訪問指導を実施し、適正な
医療受診お につなげます。

②対象者 羽靱那鷲甲驚さ雪ぎ惣
評繁1脚鯉翻齢灘艶誹藁イている仝

③現在までの事業結
果 細翅課翠:嬢勁鋸錦鍵魏騨繭姦

計画策定時
実績 目標値

指標 評価指標
R3

(2028)
R6

r,0ク 4Ⅲ

R7
rク ∩クらⅢ

R8
(20ク 6)

R9
rク ∩ク7ヽ

R¬ 0
(202ど1)

Ⅲく1¬

`ク

〔〕クQヽ

①ジエネリック医薬品の使用率 80.1% 81% 81% 81% 82% 82% 83%
アウトカム

②二次抽出対象者数・ 31人 減少 減少 減少 減少 減少 減少

①差額通知送付回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回アウトプッ
ト

②訪問対象者通知率 司00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

⑤目標を達成するた
めの主な戦略

服薬を促進し、医療費適正化につなげます。

ます。
及 、し、 エネリ によ

B堰襲朧故覇製亮3穀言した。

|
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Vその他

(1)データヘルス計
画の評価・見直し

毎年度、各取組に対する実施内容や実施方法等についての個別計画を作成

し、各取組を実施するとともに、「健康ながはま21」 とも一体的な評価を行

います。国保デ下タベ~スシステムに収載される特定健診等の受診率、医療

の動向等のデータを確認しながら、滋賀県国民健康保険団体連合会に設置

する「保健事業支援・評価委員会」の指導・助言等を受け、事業評価を行ぃま

す。また、長浜市国民健康保険運営協議会において毎年進捗林況を報告し、

必要に応じて事業内容等の見直しを行います。

令和8年度に、計画に掲げる目標の達成状況及び事業の実施状況の中間評

価を行い、現状の変化等に合わせて計画の修正を行います。また、計画の最

終年度(令和11年度)にも同様の評価を行い、次期計画の参考とします。

(2)デニタベルス
計画の公表。同知

本計歯は第0期データヘルス計画とともに長浜市広報及びホームページに

掲載し同知を図ります。また、見盲Lし等により計画の変更を行つた時も広報

等により住民への同知を行います。

(3)個人情報の取
扱い

特定健診.特定保健指導の結果についてのデータの取扱いについては、個

人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号 )及びこれに畢づくガイ

ドライン等を踏まえて適切に対ヽします。             |
また、特定健診・特定保健指導を受託した事業者に対しても、同様の取扱い

をするとともに、業務で知り得た個人情報の守秘義務を徹底し、業務終了後

も同様とします。

(4)地域包括ケア
に係る取組

人口の高齢化が進む中で、高齢者の要介護状態やフレイル予防ん1重要と

なつています。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を準進するため、

関係各課や関係機関と連携し、取組を推進します。
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第4期長浜市国民健康保険特定健康診査等実施計画

I 背景と趣旨

本市の死亡原因や要介護認定申請の原因疾患、医療費等の情報からの現状分析では、心疾患や脳
血管疾患を起こしている人や起こす危険性が高い人の割合が高い状況にあります。これらの病気は高
血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の早期発見と適切な治療及び生活習慣の改善により、
発症の危険性を低くすることができますが、生活習慣病の早期発見を行う特定健診の受診率は依然
として低迷していることが大きな課題となつています。

本章では、特定健診の定期的な受診者を増やすための啓発や勧奨等の取組とともに、特定健診及び
特定保健指導 (以下「 特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査
等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項について定め、第4期長浜市特定健康診査
等実施計画とします。高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57年 法律第 80号 )第 18条に
より定められた特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針
(以下「特定健康診査等基本指針」という。)に基づき、同法第 19条の規定により計画します。

Ⅱ 現状と目標及び取組

(1)特定健診

特定健診受診率は、コロナの影響により、令和2年度の受診率は大幅に減少しましたが、その後は
徐々に回復傾向にあります。しかし、県内で比較すると受診率は低く、特に以下の2点が課題となつて
います。        !

1点目は、新規受診者割合が低いことです。継続受診率は、第3期特定健康診査等実施計画(平成
30年度から令和5年度まで)や第2期長浜市データヘルス計画(平成 30年度から令和5年度まで)

に基づき、電話やはがきなど様々な媒体を用いて、対象者特性に合つた勧奨を行つてきたことにより
増えてきているため、まずは新規受診者を増やし、継続受診につなげていく取組が必要です。

2点目は、未受診者かつ医療機関受診なしの割合が平成30年度32,2%、 令和3年度31.5%と
横ばい状態であることです。市民の健康意識を向上し、未受診者が健診を受診できるよう、周知と啓
発が必要です。

<目標 >特定健診受診率

目標項目
現状値

(R3)

中間目標

(R3)

最終目標

(Rll)
特定健診受診率 37.1% 50% 60%
新規受診者割合 16.9% 18% 19%
継続受診率 77.3% 78% 78%
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<具体的な取組 >特定健診受診率

蠅 名 取組の概要 実施回数

新規国保加入者ヘ

の案内

新規に国民健康保険に加入される人に特定健診の案内をし

ます。
通年

啓発ポスター、チ

ランの掲示

実施医療機関や公共施設等に啓発ポスターやチラシを送付

し、掲示します。
年1回

健診の周知
健康づくり日程表の配布(4月 )や健診を紹介・受診勧奨する

チランを市内に回覧し、健診の周知を図ります。
年3回以上

健診の周知 地域新聞等に受診啓発の広告を掲載します。 年3回以上

受けやすい健診の

場づくり

総合健診の日程や場所を見直し、受診しやすい健診の場を提

供します。
年50回

未受診者への勧奨
受診歴や問診票の回答から、対象者特!性を絞り込み、電話や

はがき等の媒体を使用した受診勧奨を実施します。
年3回以上

関係者との連携
商工会議所や企業等と連携し、健診の受診啓発と、情報提供

を依頼します。
年¬2回以上

(2)特定保健指導

本市の特定保健指導実施率は県平均を上回つており、年々増加しています。

令和3年度の動機付け支援の実施率は 56.0%、 積極的支援の実施率は 55.1%となつています。

また、特定保健指導の利用者に対する終了者の割合(完了割合)は、支援回数が多い積極的支援の途

中終了者が多くなる傾向にあり、積極的支援の実施率向上に取り組むことが必要です。

動機付け支援の実施率の維持とともに、積極的支援の実施率の向上や若年者への特定保健指導利

用率向上のために、実施医療機関への委託などの受けやすい環境づくりの取組を行いますど

また、繰り返し保健指導の対象となる人に、画―的な指導とならないよう年齢や支援開始時の行動

変容ステージの状況などに応じ工夫し、特定保健指導実施率の向上を目指します。

<目標 >特定

<具体的な取組>特定保健指導実施率

中間目標

(R3)

最終目標

(R41)
目標項目

現状値

(R3)

60%特定保健指導実施率 55.8% 58.5%

取組名 取組の概要 実施回数

指導を受けやすい

環境づくり

電話やICTを利用するなど指導を受けやすい環境づくりを

行う。
通年

効果的な指導の実

施

特定保健指導従事者研修を行い、保健指導従事者の指導

技術の向上を図り、効果的な保健指導を実施する。
年1回以上
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H対象及び実施方法

(1)特定健康診査

特定健康診査の対象者は、実施年度において40歳以上 74歳以下の被保険者のうち、妊産婦等

除外規定の該当者(海外在住、長期入院等)を除いた人です。

対象者数(令和6年度から推計値)及び目標に対する受診予定者数

① 実施場所

ア 集回健診による実施

市内の公共施設等で実施します。がん検診等と同時実施し受診者の利便を図ります。

イ 医療機関 (契約した医療機関に限る。)による実施           「

滋賀県医師会を通じて委託契約した医療機関で実施します。

ウ 人間ドックによる実施

人間ドツクは、特定健診項目を全て含んでいるため、人間ドツク受診は特定健診を受診したものと

します。                   (
工 0次健診による実施

0次健診は特定健診項目を全て含んでいるため、0次健診受診は特定健診を受診したものとしま

す。

② 実施項目

ア 基本的な健診の項目

(ア)質問項目 (服薬の有無、既往歴、喫煙歴、生活習慣など )

(イ)身体計測 (身長、体重、BMI、 腹囲 (内臓脂肪面積))

(ウ)理学的検査 (身体診察)

(工)血圧測定

(オ)脂質検査(中性脂肪、HDLコレステ回―ル、LDLコレステロール)

(力 )肝機能検査 (AST(GOT)、 ALT(GPT)、 γ―GT(γ=GDP))
(キ)血糖検査 (空腹時血糖又はHbAlc検査)

(ク)尿検査 (尿糖、尿蛋白)

イ 詳細な健診の項目 (医師が必要と判断した場合)

(ア)心電図検査

(イ)眼底検査                    ;
(ウ〉貪血検査

ウ 追加項目 (市が独自で追加するもの)

対象者数(人 ) ¬6,664 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 131500

受診率(%) 37.1 43 46 50 53 56 60

受診者数 (人 ) 6,176 6,880 7,130 7,500 7,685 7,840 8,100
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(ア)血液化学検査 (HbAtc、 尿 酸、血清クレアチエン及び eGFR)

(イ)尿検套(尿潜血)

(ウ )その他必要に応じて追加する項目      ―

③ 実施期間

4月 から翌年3月 まで

④ 外部委託の有無

医療機関での実施は、滋賀県医師会と代表国保保険者の集合契約に基づき委託して実施します。

また、必要に応じて個別に委託契約して実施します。集団健診は、委託契約を締結した健診機関が実

施します。

⑤ 周知及び案内

ア 受診券の送付          「

受診券を対象者全員に個別に送付し特定健診の実施を周知するとともに、受診促進を図ります。

イ 受診啓発

市広報やホームペニジなど様々な媒体を活用し特定健診の受診啓発を図ります。

ウ 受診勧奨                             Ⅲ

集団健診の申込者には、実施日の概ね¬週間前に受診案内を送付します。一定期間を経過しても

未受診の者に対し、個別に受診勧奨を行います。受診勧奨は、効果的かつ効率的な方法を検討し、第

3期データヘルス計画個別実施計画に基づき実施します。

⑥ 情報提供

被保険者が、市が実施する方法以外で健診を受診した場合は、健診実施機関又は被保険者に協力

を依頼し、受診結果の提供を求めます。治療中のため医療機関に特定健診項目と同じ項目の検査デー

タがある被保険者に、検査データの提供を求めます。

⑦ 自己負担額

自己負担額は、無料とします。

(2)特定保健指導

標準的な健診i保健指導プログラム(令和6年度版)及び特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施

に向けた手引き(第4版)に基づき実施します。特定保健指導対象者は特定健康診査の結果から、腹囲

が男性 85cm以上、女I陛 90cm以上の者、又は腹囲が男性 85cm未満、女性 90cm未満の者

で BMIが 25以上の者のうち、血糖 (随時血糖 100mg/d以上またはHbA[c5.6%以上)・ 脂

質(空腹時中性脂肪 150mg/dt以上又は随時中性脂肪 175 mg/di又は HDLコレステロール

40mg/dt未満)、 血圧 (収縮期血圧 130mmHg又は拡張期血圧 85mttHg以上)に該当する者

(糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を使用している者を除く。)を選定します。またt

追加リスクの数と喫煙歴の有無により、動機づけ支援の対象者か積極的支援の対象者かを選定しま

す。
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対象者数 (令和6年度から推計値)及び実施予定者数

① 動機づけ支援事業

ア 初回面接

集団指導又は個別相談時に面接を実施します。

イ 支援内容

3か月後以降に対象者と面接又は通信を利用して実施評価します。

ウ 実施時期

特定健診結果返却後に随時実施します。(概ね7月から翌年度 9月まで)

② 積極的支援事業

ア 初回面接

集団指導又は個別相談時に面接を実施します。

イ 支援内容

電話による指導、個別相談及び集団指導等を実施します。

3か月以上の継続的な支援を対象者と面接又は通信を利用し、アウトカム評価(行動変容の目標)

も含めて評価します。

ウ 実施時期        :
特定健診結果返却後に随時実施します。(概ね7月から翌年度 9月まで)

(3)その他の保健指導

① イ固男」本目詔竜            :

(特定保健指導には該当しないが 結ヽ果説明・生活習慣病予防に関する相談を希望する者に、保健師・

管理栄養士による個別相談を実施します。

②重症化予防事業

ア 医療受診勧奨

健診結果が「要医療」判定の者で、標準的な特定健診プログラムで定められた「受診勧奨判定値」

に該当した者には、「医療機関受診結果報告書」を結果通知に同封し受診勧奨します。また、一定期

間経過しても、医療機関への受診が確認できない場合は、電話や訪間で結果からの保健指導及び医

療機関への受診勧奨を行います。

特定健診受診者数 (人 ) 6,176 6,880 7,130 7,500 7,685 7,840 8,100

対象者発生率 (%) 10.4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

対 象 者 数 (人 ) 643 688 713 750 768 784 810

特定保健指導実施率(%) 55.8 57.5 58.0 58.5 59.0 5915 60.0

実 施 者 数 (人 ) 362 395 413 438 453 466 486
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イ 糖尿病等重症化予防

健診結果から対象者を抽出し、治療を勧めるとともに、主治医と連携し生活習慣の改善を目的と

した保健指導を行います。

なお、重症化予防事業については、第3期データヘルス計画やデータヘルス計画実施計画に基づ

いて実施します。

IV個人情報の保護に関する事項

「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切な管理を行うものとし、職員の義務 (データの正確

性め確保、漏洩防止措置、従事者の監督、委託先の監督)について同知を図ります。

また、特定健康診査・特定保健指導等を外吉脚こ委託する際は、個人情報の厳格な管理や、目的外使

用の禁止等を契約書に明記し、必要に応じ委託先への聞き取り、立ち入り検査を行うものとします。

V特 定健診等実施計画の公表と同知に関する事項

本計画は第3期データヘルス計画とともに長浜市広報及びホームページに掲載し周知を図ります。

また、見直し等により計画の変更を行つた時も広報等により住民への周知を行います。

Ⅵ 特定健診等実施計画の評価と見直し           ′

_第3期データヘルス計画とともに日標値や健診結果ミ生活習慣病関連の医療費の推移などで評価

し、「健康ながはま21」 とも一体的な評価を行います。また、長浜市国民健康保険運営協議会において

毎年進捗状況を報告し、必要に応じて見直しをします。

Ⅶ その他

国民健康保険被保険者に対し行う特定健康診査は、健康増進法による健診等及び介護保険法によ

る事業等と、整合性を図り進めていきます。
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参考資料

用語説明

用語 説 明

データヘルス計画の標

準化

第 3期データベルス計画は、市町村による保健事業の質向上と、現場の事業

運営の負担軽減を図るため、県が示した様式を用いて計画を策定することに

なりました。標準化により、市町村の実績が比較でき、効果的な保健事業の知

見を抽出しやすくなります。

特定健康診査

メタボ1)ックシンドローム(内 E蔵脂肪症候群)に着日した健康診査です。

40歳～74歳が対象で、糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期

発見し、重症化を防ぐことを目的とします。

特定保健指導

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症Iジ スクが高い人に対して、医師

や保健師、管理栄養士等が対象者一人ひとりの身体状況に合わせた生活習慣

を見直すためのサポートをすることです。リスクの程度に応じて、動機付け支

援と積極的支援があります。(よリリスクが高い方が積極的支援となります。)

国保データベィス

(KDB)システム

国保データベース(KDB)システムは国保連合会が保険者の委託を受けて行

う各種制度の審査支払業務及び保険者事務共同電算業務を通じて管理する

「特定健康診査・特定保健指導」、「医療(後期高齢者医療含む)」 、「介護保険」

等に係る情報を利活用し、統計情報等を保険者向けに情報提供することで、

保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実務をサポートすることを目的とし

て構築されたシステムです。               |
平均自立期間 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。

EBSMR
(標準化死亡比)

年齢構成の違いの影響を除いた死亡率について、全国の基準値を 100とし

て比較したものです。基準値より大きいと全国より悪い、基準値より小さいと

全国より良いことを意味します。

COPD
(慢性閉塞性肺疾患)

従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコ煙を主

とする有害物質を長期に吸入日暴露することで生じた肺の炎症性疾患であり、

喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえます。

ジェネリック医薬品

(後発医薬品)

医薬品の有効成分そのものに対する特許である物質特許が切れた医薬品を、

他の製薬会社が製造・供給する医薬品のことです。開発費が大幅に削減でき

るため、新薬と同じ有効成分・同等の効き目でありながら(薬の価格を低く抑

えることんヾできます。  、

アウトカム
成果。アウトカム評価が事業の目的の達成度、または成果の数値目標を評価し

ます。

アウトプット
実績。アウトプット評価は目的・目標の達成のために行われる事業の結果(活

動回数、参加者数など)を評価します。

プロセス
過程。プロセス評価は、事業の目的や日標の達成に向けた過程(手 lし頁)や活動

状況を評価します。

ストラクチャー
構造。ストラクチャー評価は、体制や仕組み、施設や設備、予算などが整つて

いるかを評価します。
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用語 説明

ICT
Information and Co而 munication Technotogyの 略で、情報通信技

術のこと。

地域包括ケア

「医療や介護が必要な状態になつても、可能な限り、住み慣れた地域で子の有

する能力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・予防・住

まい。生活支援が包括的に確保される」という考え方ですと

|

|‐
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